
 
 

 

 

 

 

田原市高齢者福祉計画（案） 

第９次老人福祉計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 原 市 



 
 

  



 
 

目次 

 

第１章 計画策定にあたって ......................... １ 

 １ 計画策定の趣旨 ................................................. １ 

 ２ 計画の位置づけ ................................................. ２ 

 ３ 計画の期間 ..................................................... ３ 

 ４ 計画策定の体制等 ............................................... ４ 

 

第２章 高齢者を取り巻く状況 ....................... ５ 

 １ 人口の推移と人口構成 ........................................... ５ 

 ２ 高齢者単身世帯・高齢者のみ世帯の推移 ........................... ７ 

 ３ 要支援・要介護認定者数の推移と推計 ............................. ８ 

 ４ 認知症高齢者の状況 ............................................. ９ 

 ５ 介護保険・高齢者福祉に関するニーズ調査の概要と結果 ............. １０ 

 ６ 高齢者を取り巻く本市の課題等 ................................... ２５ 

 

第３章 基本理念 ................................... ２７ 

 １ 計画の基本的な考え方 ........................................... ２７ 

 ２ 施策体系 ....................................................... ２９ 

 

第４章 日常生活圏域の設定 ......................... ３１ 

 １ 日常生活圏域の概要 ............................................. ３１ 

 ２ 各日常生活圏域の状況 ........................................... ３２ 

 

第５章 地域包括ケアシステム ....................... ３４ 

 １ 地域包括ケアシステムとは ....................................... ３４ 

 ２ 本市の課題 ..................................................... ３４ 

 ３ 地域包括ケアシステムの実現を目指した体制づくり ................. ３５ 

 

第６章 重点施策の展開 ............................. ３６ 

 １ 施策の展開に関する考え方 ....................................... ３６ 

 ２ 事業の整理区分 ................................................. ３６ 

  重点施策１ 医療介護連携の推進 ................................... ３８ 

   方針１ 多職種連携によるネットワークの構築 ..................... ３８ 



 
 

   方針２ 切れ目のない在宅医療と介護の場を提供する体制づくり ..... ４０ 

   方針３ 在宅医療・介護連携の理解促進 ........................... ４２ 

  重点施策２ 健康寿命の延伸 ...................................... ４３ 

   方針１ 介護予防の推進 ......................................... ４４ 

   方針２ 健康づくり・フレイル予防の推進 ......................... ４６ 

   方針３ 生きがいづくりの推進 ................................... ４８ 

  重点施策３ 在宅生活支援の充実 .................................. ５０ 

   方針１ 地域全体で支え合う仕組みづくり ......................... ５０ 

   方針２ 在宅生活支援サービスの充実 ............................. ５３ 

   方針３ 家族介護支援の充実 ..................................... ５５ 

  重点施策４ 住環境の整備 ........................................ ５７ 

   方針１ 住み慣れた住宅の環境改善支援 ........................... ５７ 

   方針２ 安心・安全な地域づくりの推進 ........................... ５９ 

   方針３ 高齢者施設等の確保 ..................................... ６０ 

  重点施策５ 介護サービス基盤の充実 .............................. ６３ 

   方針１ 適切な介護サービスを提供するための基盤強化 ............. ６４ 

   方針２ 介護人材の確保と定着の支援 ............................. ６５ 

   方針３ 介護保険サービスの適切な提供支援 ....................... ６６ 

  重点施策６ 認知症施策の推進 .................................... ６７ 

   方針１ 認知症理解の普及啓発及び本人発信の支援 ................. ６７ 

   方針２ 認知症予防の推進 ....................................... ６８ 

   方針３ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 ............... ６９ 

   方針４ 地域支援体制の充実 ..................................... ７１ 

 

第７章 計画の推進・評価 ............................ ７３ 

 １ 計画の推進 ..................................................... ７３ 

 ２ 計画の周知・情報提供 ........................................... ７３ 

 ３ 計画の点検・評価 ............................................... ７３ 

 

資料編 ............................................. ７４ 

 １ 田原市地域包括ケア推進協議会委員名簿 ........................... ７４ 

 ２ 各施策における重要業績評価指標について ......................... ７５ 

 ３ 田原市地域包括ケア推進協議会設置要綱 ........................... ８５ 

 



1 
 

第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

日本の高齢者（６５歳以上）人口は諸外国に例を見ない速さで増加を続けており、

令和元年版高齢社会白書（内閣府）によると、２０１８（平成３０）年１０月１日

現在の高齢化率は 2８.１％となっています。田原市（以下「本市」という。）にお

ける同時期の高齢化率は２７.０％となっており、将来的な高齢化率については、団

塊の世代の全ての人が後期高齢者（７５歳以上）となる２０２５（令和７）年には

３０.２％、団塊ジュニアの世代が６５歳以上に達しはじめ、日本において高齢者人

口がピークを迎えると予測される２０４０（令和２２）年頃には３６.１％まで上昇

すると考えられます。 

こうした高齢化の急速な進展は、本市の地域社会において高齢者をめぐる様々な

課題を引き起こしています。具体的には、高齢者単身世帯及び高齢者のみ世帯の増

加や孤立化、認知症高齢者の増加とその人を介護する家族の負担増加、それに伴う

介護離職の増加や高齢者虐待発生のリスク増加に対する取組と高齢者虐待が発生

してしまった場合の早期対応等があげられます。 

このような課題に直面する中で、本市では高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援

や、要介護状態の重度化防止のために、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活

できるよう、「医療」「介護」「生活支援」「介護予防」「住まい」を一体的に提供する

地域包括ケアシステムの推進に加えて「認知症」施策にも継続的に取り組む必要が

あります。 

また、これらの施策を推進する上では、近年大きな問題となっている新型コロナ

ウイルスの感染拡大を防ぐ「新しい生活様式」にも配慮することが重要です。 

一方、急激な高齢化の進展により、高齢者を取り巻く環境に厳しさが増す中で、

安定した介護保険制度の運営が求められています。こうした中、本市を含む東三河

８市町村（豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村）

では、２０１８（平成３０）年度から、東三河地域における介護サービスに関する

課題に地域全体で対応していくために、介護保険の保険者を統合しました。 

本市においては、東三河広域連合が策定する第８期介護保険事業計画（以下「広

域第８期計画」と言う。）との整合を図りながら、目指すべき高齢者福祉の基本的な

方針を定め、本市における地域包括ケアシステムの実現を目的として、「田原市高

齢者福祉計画（第９次老人福祉計画）」（以下「本計画」と言う。）を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８の規定に基づ

き策定する「老人福祉計画」に位置づけられ、高齢者福祉の増進を図るために定め

る計画となっています。 

本計画では、改訂版第１次田原市総合計画、田原市地域福祉計画等の上位計画を

はじめとした関連計画や、県が策定する第８期愛知県高齢者健康福祉計画、広域第

８期計画との整合を図り、策定します。 
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田原市地域福祉計画
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（整合）
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、広域第８期計画との整合性を保つため、２０２１（令和３）年

度から２０２３（令和５）年度までの３年間とします。 

また、２０１８（平成３０）年度に策定した「田原市高齢者福祉計画（第８次老

人福祉計画）」（以下「本市第８次計画」と言う。）で掲げた地域包括ケアシステム推

進のための施策を継承するとともに、中長期的な視点に立ち、団塊の世代の全ての

人が後期高齢者（７５歳以上）となる２０２５（令和７）年と、団塊ジュニアの世

代が高齢者（６５歳以上）に達することで高齢者人口がピークとなる２０４０（令

和２２）年を見据え、本市の地域特性をいかした地域包括ケアシステムを実現させ

るため、各施策における重要業績評価指標と計画期間の最終年において達成すべき

目標値を設定し、具体的な施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018(平成30)～
2020(令和2)年度

2021(令和3)～
2023(令和5)年度

2024(令和6)～
2026(令和8)年度

2027(令和9)～
2029(令和11)年度

2030(令和12)年度
以降

田原市高齢者

福祉計画

（第9次計画）

団塊の世代の全てが後期高齢者

になる2025(令和7)年

2025（令和7）年及び2040（令和22）年までの中長期的見通し

第7期介護保険

事業計画

第8期介護保険

事業計画

田原市高齢者

福祉計画

（第8次計画）

田原市高齢者

福祉計画

（第10次計画）

第9期介護保険

事業計画

第10期介護保険

事業計画

田原市高齢者

福祉計画

（第11次計画）

高齢者人口がピークになる

2040(令和22)年
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４ 計画策定の体制等 

 

（１）田原市地域包括ケア推進協議会の開催 

本計画は、要介護状態や認知症になっても、いつまでも住み慣れた地域で生活す

るため、地域包括ケアシステムの実現によって「医療」「介護」「生活支援」「介護予

防」「住まい」を切れ目なく提供し、加えて認知症施策の推進を目的としています。

そのため、地域包括ケア推進協議会において介護保険事業や高齢者福祉施策の課題

や方向性について協議を行った上で策定しました。 

 

（２）介護保険・高齢者に関するニーズ調査結果の反映 

住民の意見やニーズを把握するため、東三河広域連合が構成８市町村の住民に対

して、令和元年８月に実施した介護保険・高齢者福祉に関するニーズ調査（以下「ニ

ーズ調査」と言う。）結果を活用し、計画に反映しました。 

 

（３）高齢者支援センター（地域包括支援センター）等からの意見収集 

本計画は、高齢者の生活における困りごと相談や居宅訪問等を実施している高齢

者支援センター等から、本計画策定に関する意見等の収集を実施し、介護の現場に

携わる人の声や、市の福祉施策に対する意見や要望等を把握した上で策定しました。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

本計画は、計画への意見や情報を求めるため、市民の方々に計画（案）の段階で

その趣旨や内容を公表し、提出された意見等を考慮・反映した上で策定しました。 

 

（５）市行政内部における連携 

本計画は、介護保険事業や高齢者福祉、保健事業に係る施策について高齢福祉課

を中心として、他部課と調整・連携を図った上で策定しました。 
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第２章 高齢者を取り巻く状況 

 

１ 人口の推移と人口構成 

 本市の３区分別人口の推移と推計を見ると、総人口は年々減少しており、今後も

減少していくことが予測されます。区分別人口は、１５歳未満と１５歳～６４歳人

口の減少に対して、６５歳以上人口は年々増加していく見込みで、これに伴って高

齢化率も年々上昇していくことが推測されます。 

【３区分別人口の推移と推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：平成 30 年～令和 2 年 住民基本台帳（各年 9 月末現在） 

令和 3 年～22 年 第 8 期介護保険事業計画による推計 

年 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 高齢化率
平成30年 7,986人 37,722人 16,899人 27.0%
令和元年 7,846人 37,121人 17,059人 27.5%
令和2年 7,653人 36,166人 17,258人 28.3%
令和3年 7,600人 35,884人 17,308人 28.5%
令和4年 7,487人 35,319人 17,371人 28.9%
令和5年 7,326人 34,796人 17,432人 29.3%
令和7年
(2025年)

7,042人 33,643人 17,589人 30.2%

令和22年
(2040年)

4,911人 25,300人 17,095人 36.1%
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 また、前期高齢者・後期高齢者人口割合の推移と推計をみると、どちらも年々増

加しています。本計画期間の最終年である２０２３（令和５）年には、高齢者にお

ける後期高齢者の割合が１５.４％となり、高齢者人口がピークを迎えると予測され

る２０４０（令和２２）年頃には、本市では２１.１％になることが推測されます。 

【前期高齢者・後期高齢者人口割合の推移と推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：平成 30 年～令和 2 年 住民基本台帳（各年 9 月末現在） 

令和 3 年～22 年 第 8 期介護保険事業計画による推計 

年 前期高齢者人口 後期高齢者人口 前期高齢者割合 後期高齢者割合
平成30年 8,387人 8,512人 13.4% 13.6%
令和元年 8,435人 8,624人 13.6% 13.9%
令和2年 8,552人 8,706人 13.9% 14.2%
令和3年 8,726人 8,582人 14.4% 14.1%
令和4年 8,541人 8,830人 14.2% 14.7%
令和5年 8,286人 9,146人 13.9% 15.4%
令和7年
(2025年)

7,853人 9,736人 13.5% 16.7%

令和22年
(2040年)

7,126人 9,969人 15.1% 21.1%
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２ 高齢者単身世帯・高齢者のみ世帯の推移 

 高齢者単身世帯・高齢者のみ世帯の推移をみると、年々増加しており、２０１６

（平成２８）年と２０２０（令和２）年を比べると５年間で約２割増加しています。

高齢者単身世帯・高齢者のみ世帯ともにほぼ同じような増加率となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：高齢福祉課（各年３月末現在） 
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３ 要支援・要介護認定者数の推移と推計 

 要支援・要介護認定者数の推移と推計をみると、２０２５（令和７）年までは微

増傾向にありますが、高齢者人口がピークを迎えると予測される２０４０（令和２

２）年に向けて増加傾向が強まると推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：平成 30 年～令和 2 年 介護保険事業報告（各年 9 月末現在） 

令和 3 年～22 年 第 8 期介護保険事業計画による推計 

年 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

平成30年 196人 427人 414人 417人 342人 362人 274人 2,432人

令和元年 231人 422人 464人 412人 330人 330人 272人 2,461人

令和2年 234人 424人 468人 453人 308人 341人 246人 2,474人

令和3年 240人 439人 484人 422人 343人 338人 285人 2,551人

令和4年 243人 444人 490人 427人 347人 341人 289人 2,581人

令和5年 247人 449人 495人 432人 352人 345人 293人 2,613人

令和7年
(2025年)

253人 453人 499人 435人 354人 346人 296人 2,636人

令和22年
(2040年)

274人 502人 568人 495人 405人 394人 331人 2,969人
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４ 認知症高齢者の状況 

（１）認知症自立度の状況 

 要介護認定者に占める認知症自立度の状況をみると、全体の５８.０％が見守りや

介護が必要と評価される「Ⅱ～Ⅿ」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）認知機能の障害程度の割合 

 一般高齢者の心身の健康状態をみると、ＣＰＳに準じて「軽度の認知機能の障害

あり」と評価される２レベル以上は、全体の６.３％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：第８期介護保険事業計画（令和元年９月現在） 

資料：第 8 期介護保険事業計画（令和元年８月現在） 
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５ 介護保険・高齢者福祉に関するニーズ調査の概要と結果 

（１）調査の概要 

【調査目的】 

 令和３年度からの３か年を計画期間とする広域第８期計画を策定するための基

礎資料として、東三河広域連合の構成８市町村において、高齢者やその家族が地域

の中で安心して暮らし続けていくことができるよう、「医療」「介護」「生活支援」

「介護予防」「住まい」の地域包括ケアシステムの５つの要素に関する実態と今後

の意向等を把握するために東三河広域連合が実施したものです。 

 

【調査対象】 

 調査対象は６５歳以上の高齢者とし、その中で以下の２つのカテゴリーに分類し

て実施しました。 

 《高齢者ニーズ調査》 

  ・６５歳以上の要介護等認定を受けていない人 

 《要介護等認定者ニーズ調査》 

  ・６５歳以上の要介護等認定を受けている人 

 

【調査期間】 

 令和元年８月１日～令和元年８月１６日 

 

【調査方法】 

 郵送による配布・回収 

 

【回収状況】 

 標本数 有効回収数 有効回収率 

田原市 
高齢者ニーズ調査 １,２７０ ５９０ ４６.５％ 

要介護等認定者ニーズ調査   ９２４ ３４８ ３７.７％ 
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（２）本市の調査結果 

１．同居者数（高齢者調査） 

 同居者数について「２人」の割合が最も多い３５.１％となっており、次いで「３

人」の２０.９％、「６人以上」の１７.５％と続いています。本市第８次計画時と比

較すると、「２人」の割合は増加していますが、「３人」以上の割合は減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．同居者の内訳（高齢者調査） 

 同居者の内訳について、「配偶者（夫・妻）」が最も多く７８.７％となっています。

このことからも高齢者のみ世帯が増加していることが推測されます。 
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３．認知症介護に関する不安等（高齢者調査） 

 認知症介護に対する不安等について、「不安がある」と回答した人は５９.１％で

した。これに対して、「不安はない」と回答した人は１８.３％となっており、高齢

者が抱える認知症介護に対する不安の大きさがわかります。 
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４．介護予防活動として取組・参加・利用したいもの（高齢者調査） 

 介護予防活動としての取組・参加・利用したいものについて、「口の中を清潔にし

ている（歯みがき、うがいなど）」が最も多く６９.５％で、次いで「かかりつけの

医師（主治医）に定期的に診てもらっている」が６３.６％、「休養や睡眠を十分に

とっている」が５６.６％となっており、高齢者にとって介護予防活動に対する意識

が高いことがわかります。 
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５．普段の生活の中で手助けしてほしいこと（一般高齢者調査） 

 普段の生活の中で手助けしてほしいことについて、「特にない」が５６.８％と最

も多く、一般高齢者の多くは自分の身の回りのことは自分でできる、もしくはでき

ていると感じていることがわかります。そのような中で、手助けをしてほしいもの

としては、「玄関前や庭などの家の周りの掃除」が８.０％、「病院への送迎」が７.

６％となっています。 
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６．地域活動・社会活動への参加（一般高齢者調査） 

 地域活動・社会活動への参加について、「参加していない」が最も多く３３.６％

となっており、高齢者の地域活動・社会活動への参加促進が課題となっています。 

一方、地域活動・社会活動に参加している高齢者の中では、「老人クラブ（老人

会）」が２５.６％、「自治会・町内会」が２３.４％となっており、「老人クラブ（老

人会）」や「自治会・町内会」といった地域団体が高齢者の地域活動・社会活動の受

け皿となっていることがわかります。 
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７．認知症高齢者やその家族に対する支援（高齢者調査） 

 認知症高齢者やその家族に対する支援として求められているものは、「認知症の

進行にあわせた医療の適切な指導・助言」が４７.９％と最も多く、次いで「認知症

専門の介護サービスの充実」が３９.６％、「認知症専門の医療機関の充実」が３３.

３％となっており、適切な指導や助言ができる認知症専門の介護サービスや、認知

症専門の医療機関が求められていることがわかります。 
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８．地域包括支援センターの認知度（高齢者調査） 

 地域包括支援センターの認知度は、「内容をよく知っている」「だいたいの内容は

知っている」「知っている（程度不明）」を合わせた『知っている』の割合は、２４.

６％で、３年前の調査時の１８.５％に比べて認知度が上がっています。 
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９．長期の治療・療養が必要になった場合の在宅医療希望（高齢者調査） 

 長期の治療・療養が必要になった場合の在宅医療の希望については、「希望する」

と「希望しない」は、若干「希望しない」が多いものの、ほぼ同数となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９－１．在宅医療を希望しない理由（高齢者調査） 

 在宅医療を希望しない理由として、「家族に負担（肉体的、精神的）がかかること

が不安だから」が８４.２％と最も多く、次いで「緊急時や救急時の対応が不安だか

ら」が２１.３％、「部屋やトイレなど住居の環境が整っていないから（廊下が狭い、

段差が多いなど）」が２０.４％となっており、在宅医療を希望した場合に周囲の環

境に不安があることが理由となって在宅医療を希望しない人が多いことがわかり

ます。 
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１０．利用中の介護サービス（要介護等認定高齢者調査） 

 利用中の介護サービスについては、「訪問介護、通所介護、短期入所などの居宅サ

ービス」が最も多く５０.３％で、次いで「介護施設などの施設・居住系サービス」

が２７.０％となっていますが、「介護保険サービスを利用していない」高齢者も１

２.９％いました。 
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１１．介護保険サービスを利用しない理由（要介護等認定高齢者調査） 

 介護保険サービスを利用しない理由については、「サービスを利用しなくても家

族の介護で生活できるから」が３３.３％と最も多く、次いで「サービスを利用しな

くても自分の力で生活できるから」が２２.２％、「病院に入院しているから」が１

３.３％となっており、介護サービスを利用しなくても暮らしていけると考えている

人が多いことがわかります。 
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１２．介護保険サービスについての考え方（要介護等認定高齢者調査） 

 介護保険サービスについての考え方は、「保険料もサービス内容も今の水準程度

がよい」と現状の水準に満足している人が５１.７％を占めており、「保険料が高く

ても、施設・居住系サービスが充実しているほうがよい」や「保険料が高くても、

居宅サービスが充実しているほうがよい」等の考え方を持つ人は少ないことがわか

ります。 
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１３．介護サービス利用者における普段の生活の中で手助けしてほしいこと 

（要介護等認定高齢者調査） 

 介護サービス利用者における普段の生活の中で手助けしてほしいことは、「病院

のへの送迎」が３３.６％と最も多く、次いで「病院への付き添いや薬の受け取り」

が３０.５％となっています。一般高齢者には「特にない」が突出して多かったこと

と比較しても、通院等に手助けを求めている介護サービス利用者が多いことがわか

ります。 
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１４．介護サービス利用者の中心となっている介護者（要介護等認定高齢者調査） 

 介護サービス利用者の中心となっている介護者は、「子」と「子の配偶者」が合わ

せて５２.９％となっています。次いで、「配偶者（夫・妻）」が２０.１％となってお

り、高齢化が一層進むことが予想される現状の中、将来的に高齢の夫婦や親子によ

る老老介護の増加が心配されます。 
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１５．介護者の負担や悩み（要介護等認定高齢者調査） 

 介護者の負担や悩みについては、「精神的負担が大きい」が６３.７％と最も多く、

その他にも肉体的な負担や経済的な負担を抱えている介護者が多くいることがわ

かります。また、「日中は仕事などで不在となることが多い」介護者や「介護のため

に仕事や家事、育児が思うようにできない」介護者も多く、様々な負担や悩みを抱

えながら介護している人が多くいることがわかります。 
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６ 高齢者を取り巻く本市の課題等 

（１）高齢者単身世帯・高齢者のみ世帯及び認知症高齢者への対応等 

 本市は、東三河広域連合構成８市町村の中でも同居率が高く、いわゆる多世代家

族が多い、家族による支え合いがある地域となっています。 

一方で、高齢者単身世帯・高齢者のみ世帯は年々増加していて、２０１６（平成

２８）年に比べ、２０２０（令和２）年では、高齢者単身世帯はおよそ１.３倍、高

齢者のみ世帯はおよそ１.２倍となっています。このような状況の中でも、本市は地

域活動に参加している高齢者の割合が比較的高く、中でも老人クラブへの加入率は

県平均と比較しても高くなっています。しかし、役員の担い手不足等によるクラブ

数、会員数の減少が年々進んでいることから、活動の活性化を促し、地域住民同士

の助け合い意識の醸成を図ることが必要です。また、シルバー人材センターの活用

や、サロン活動、自治会等に参加・参画できるような情報提供と支援を継続してい

くことも必要です。 

また、高齢者世帯の中には、介護保険等の行政サービスの利用を拒否したり、家

族や地域との接触を持たない等の孤立化した高齢者世帯も増加しています。こうし

た高齢者の状況をみると、自主的に移動する手段が限られる現状がある人も見られ、

外出の手段が確保できないことが閉じこもりや運動機能低下につながっていると

考えられます。この他にも、本市の特徴として、圏域が広く、通院等により遠距離

の移動が必要な高齢者には、公共交通機関等の利用に対しての支援が必要です。ま

た、近距離の移動については、日頃から外出の機会をつくり、歩いていくことので

きる身近な通いの場づくり等、高齢者の外出を促進する取組も重要です。 

 

（２）認知症高齢者とその介護家族への対応等 

ニーズ調査の結果を見ると、認知症介護に関して不安を抱える高齢者が多くなっ

ています。要介護認定者の中で認知症自立度がⅡからＭの割合はおよそ６割となっ

ており、今後も認知症高齢者の増加が予測されます。認知症高齢者の増加は、介護

する家族の負担増加にもつながり、介護する家族の負担の増加は、介護離職や高齢

者虐待の発生リスクの増加にもつながる問題です。認知症予防の取組の充実や早期

発見・早期対応の体制強化に努めるとともに、認知症サポーター等、ボランティア

や地域住民による見守りネットワークを構築することが必要です。 

 また、本市では、同居家族による介護が中心となっており、「自分の親は自分で」

といった家族介護のかたちが比較的多くなっていますが、自営業や自営業手伝いの

割合も高いことから、日中の介護や繁忙期の介護には支援が必要です。さらに、家

族介護という閉鎖的な空間に閉じこもってしまうことによる、ストレス等の介護者

の負担増や、それに伴う高齢者虐待の発生等も懸念されます。 
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同居の家族による介護が多い一方で、その介護者の精神的負担も課題となってい

ることから、「通所介護（デイサービス）」や「短期入所生活介護（ショートステイ）」

の利用、地域でのちょっとした声かけ（助け合い）等により、その負担を軽減して

いくことも必要となります。 

また、地域における介護人材をどのように育成していくのかも課題の一つです。

在宅の高齢者や障害者の安心した暮らしを支えるためにも、住民参加型の「生活さ

さえあいネット」等を活用した地域における相互の支え合いの促進や、専門的な介

護人材の育成と定着も課題となっています。 
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第３章 基本理念 

 

１ 計画の基本的な考え方 

（１）計画の基本理念 

本市では２０１３（平成２５）年度に「改訂版第１次田原市総合計画」を策定し、

「みんなが幸福を実現できるまち」をまちづくりの理念として掲げています。健康

福祉分野では「誰もが、いつまでも地域で生活できるまちづくり」「元気で長生きを

目指す健康づくり」等を主要プランとしており、高齢者施策の目指す姿として、高

齢者一人ひとりが、住み慣れた地域で、自分らしく生きがいを持って元気に生活で

きるように、各種サービスが総合的に提供される体制を整備すること、市民や団体、

事業者等、地域が連携しつつ、助け合い、支え合う環境を整えることを定めていま

す。 

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ち、元気に暮らしていくには、まずは介

護が必要とならないように高齢者自身が心身の健康を保つこと、そして、まわりと

の関わりを持ち、地域で暮らすことに誇りを持てることが大切です。また、介護が

必要な状態になっても、自身や介護者が円滑にサービスを利用できることや、家族

等の介護者だけでなく地域全体で介護が必要な人を支えていけることが理想です。 

本市における地域のつながりの強さをいかし、市民や多様な事業所・団体及び高

齢者を支える医療・福祉・介護それぞれの専門機関が連携することにより、本市で

は様々な主体が協働した、「人が人を支える」環境づくりを目指していきます。 

以上を踏まえ、本市では本市第８次計画を継承し、以下を計画の基本理念としま

す。 

 

 

 

 

  

『笑顔とやさしさの満ちあふれるまち』 
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（２）計画の基本目標 

本市が抱える様々な課題等を整理した上で、基本理念『笑顔とやさしさの満ちあ

ふれるまち』の実現に向けて、本市では基本理念と同様に次の３つを本計画の基本

目標として本市第８次計画を継承し、実施する施策の内容を見直し、充実させなが

ら事業を推進します。 

 なお、東三河広域連合が策定した第７期介護保険事業計画（以下「広域第 7 期計

画」と言う。）では、地域包括ケアシステムの基本的な考え方として、基本目標とは

別に「全員参加」「人材育成」「連携促進」の３つの視点を示して、本市を含む東三

河地域における地域包括ケアシステムの基盤づくりに取り組んできました。広域第

８期計画では、それぞれの視点を基本目標の中に取り込み、地域包括ケアシステム

の実現に向けた地域づくりを推進しています。 

本市においても、広域第８期計画との整合を図るため、３つの基本目標の中にこ

の３つの視点を取り込み、各施策を推進します。 

 

基本目標１ 〔見守り合い〕の地域づくり 

【全員参加の地域づくり】 

 高齢者一人ひとりの健康状態や多様なニーズに応じた介護予防活動の推進のほ

か、地域の支え合い・助け合いをはじめ、元気な高齢者の社会参加による自立支援

活動の推進等、地域のあらゆる住民が関わり合うこと（全員参加）により、誰もが

健康でいきいきと暮らせる地域を目指します。 

 

基本目標２ 〔 支 え 合 い 〕 の 人 づ く り 

【人材豊かな地域づくり】 

 中長期的に安定した介護保険制度の運営のほか、需要と供給のバランスが取れた

施設整備と介護人材の確保・定着への支援（人材育成）により、施設入所待機者の

縮減や介護サービスの地域格差解消に向けた取組をはじめ、高齢者支援センターの

機能や支援体制の強化等、充実した介護サービスを提供できる地域を目指します。 

 

基本目標３ 〔つながり合い〕の関係づくり 

【各所連携の地域づくり】 

 希望する場所での医療と介護を受けることができるように、医療職や介護職等の

多職種連携による在宅支援をはじめ、認知症の容態に応じた医療・介護の提供、介

護力が低下している家庭への支援、家族介護者の負担軽減等、関係各所の連携を促

進すること（連携促進）により、住み慣れた場所で安心して暮らせる地域を目指し

ます。 
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２ 施策体系 

（１）重点施策 

 本計画の施策体系の柱として、以下の 6 つを重点施策として設定します。 

１ 医療介護連携の推進 

◆医療と介護の分野において多職種間のネットワークの構築を推進します。 

◆住み慣れた住まいで安心して暮らし続けることができるよう、急性期の医療か

ら在宅医療及び介護までのサービスを切れ目なく提供します。 

２ 健康寿命の延伸 

◆心身ともに自立し、健康的な生活がおくることができるよう、高齢者が要介護

状態にならないための予防や、要介護状態の軽減、又は悪化の防止を目的とし

た取組を推進します。 

◆加齢とともに健康な状態から要介護状態になるまでの中間的な段階、いわゆる

フレイル状態にある高齢者への対策をはじめとして、高齢者自身が生活機能を

維持し、高齢者がいきいきと地域で暮らし、様々な形で地域や社会とのつなが

りを持ち続けられるよう支援します。 

３ 在宅生活支援の充実 

◆高齢者の社会参加の促進や住民が担い手として参加する住民主体の活動等、多

様な主体が高齢者のニーズにあったサービス提供元となる地域づくりを推進し

ます。 

◆高齢者の在宅生活を支える家族介護者の心身の負担を軽減する施策を推進しま

す。 

４ 住環境の整備 

◆住み慣れた地域や家で、少しでも長く、安心して生活ができるように、高齢者

の居住環境の整備を支援します。 

◆高齢者の増加や生活の多様化等に対応した高齢者施設等が、適切に提供される

ようニーズを把握し、必要に応じて整備等について検討していきます。 

５ 介護サービス基盤の充実 

◆介護サービスを将来にわたり安定的に提供していくため、地域の特性やニーズ

に応じた介護サービス基盤の整備を推進します。 

◆田原福祉グローバル専門学校と連携し、介護人材の確保と定着のための取組を

推進します。 

６ 認知症施策の推進 

◆認知症高齢者の尊厳を守り、同じ社会でともに生きる共生の考えのもと、認知

症の容態の変化に応じて適切な支援サービスを受けられる仕組みの構築を推進

します。 

◆認知症に関する正しい知識の習得や理解の促進に取り組みます。 

◆認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社

会を目指します。 
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（２）施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 【基本目標】 【重点施策】 【方針】

〔
見
守
り
合
い

〕
の
地
域
づ
く
り

〔
支
え
合
い

〕
の
人
づ
く
り

〔
つ
な
が
り
合
い

〕
の
関
係
づ
く
り ④地域支援体制の充実

③医療・ケア・介護サービス・
　介護者への支援

６.認知症施策の推進

③家族介護支援の充実

①住み慣れた住宅の環境改善
　支援

４.住環境の整備
②安心・安全な地域づくりの
  推進

③高齢者施設等の確保

①適切な介護サービスを提供
  するための基盤強化

５.介護サービス基盤
   の充実

②介護人材の確保と定着の支援

笑
顔
と
や
さ
し
さ
の
満
ち
あ
ふ
れ
る
ま
ち

①多職種連携によるネットワーク
  の構築

１.医療介護連携
   の推進

②切れ目のない在宅医療と
  介護の場を提供する体制づくり

③在宅医療・介護連携の
  理解促進

①介護予防の推進

２.健康寿命の延伸 ②健康づくり・フレイル予防の推進

①認知症理解の普及啓発及び
　本人発信の支援

②認知症予防の推進

③生きがいづくりの推進

①地域全体で支えあう仕組み
　づくり

３.在宅生活支援
   の充実

②在宅生活支援サービスの充実

③介護保険サービスの適切な
　提供支援
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第４章 日常生活圏域の設定 

 

１ 日常生活圏域の概要 

広域第 7 期計画では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件等を踏ま

えて、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう日常生活圏域を設定し、そ

れぞれの地域の特性に応じた高齢者を支える体制づくりを進めてきました。 

本市は、合併を経て現在の市の形となった経緯があり、現在もそれぞれの地域に

おける特性が色濃く残っています。このような現状を踏まえ、本市では、市内を４

つの生活圏域に分けて介護保険サービス基盤の整備や、地域における継続的な支援

体制の整備を行ってきました。 

本計画においては、現在の４つの生活圏域を継承し、各圏域の特性を踏まえ、介

護保険サービス、高齢者福祉サービスの整備を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福江中学校区 

赤羽根中学校区、 

野田小学校区 

田原中部・田原南部 

・衣笠・童浦小学校区 

東部中学校区 
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２ 各日常生活圏域の状況 

（１）高齢者人口・高齢化率の推移 

圏域ごとの総人口、高齢者人口、高齢化率の推移をみると、総人口は田原中部・

田原南部・衣笠・童浦小学校区のみ増加しており、市全体では減少（減少率：△２.

５％）しています。しかし、高齢者人口は全圏域で増加（増加率：＋４.０％）して

います。また、高齢化率も全圏域で上昇しており、本市の高齢化が確実に進んでい

ることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

田原中部・田原南
部・衣笠・童浦小学

校区
東部中学校区

赤羽根中学校区
野田小学校区

福江中学校区 合計

平 成 ２ ９ 年 21,145人 13,519人 12,479人 16,031人 63,174人

令 和 ２ 年 21,151人 13,270人 11,883人 15,260人 61,564人

平 成 ２ ９ 年 4,410人 3,354人 3,657人 5,067人 16,488人

令 和 ２ 年 4,677人 3,589人 3,731人 5,156人 17,153人

平 成 ２ ９ 年 20.9% 24.8% 29.3% 31.6% 26.1%

令 和 ２ 年 22.1% 27.0% 31.4% 33.8% 27.9%

総人口
（人）

高齢者人口
（人）

高齢化率
（％）
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（２）高齢者世帯の推移 

 圏域ごとの総世帯数をみると、全圏域で増加（増加率：＋２.４％）していますが、

その増加率よりも全圏域における高齢者世帯は高い増加率（増加率：＋１７.４％）

を示しており、市全体の高齢者世帯の占める割合は令和２年では１８.０％となって

います。圏域別でみると、福江中学校区の高齢者世帯の割合が最も高く、２０.７％

となっています。これらのことから高齢者人口の増加が、高齢者単身世帯及び高齢

者のみ世帯の増加につながっているのがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

田原中部・田原南
部・衣笠・童浦小学

校区
東部中学校区

赤羽根中学校区
野田小学校区

福江中学校区 合計

平 成 ２ ９ 年 8,333世帯 4,664世帯 3,945世帯 5,083世帯 22,025世帯

令 和 ２ 年 8,693世帯 4,792世帯 3,959世帯 5,117世帯 22,561世帯

平 成 ２ ９ 年 579世帯 330世帯 301世帯 460世帯 1,670世帯

令 和 ２ 年 710世帯 419世帯 368世帯 484世帯 1,981世帯

平 成 ２ ９ 年 577世帯 370世帯 339世帯 498世帯 1,784世帯

令 和 ２ 年 669世帯 444世帯 388世帯 573世帯 2,074世帯

平 成 ２ ９ 年 1,156世帯 700世帯 640世帯 958世帯 3,454世帯

令 和 ２ 年 1,379世帯 863世帯 756世帯 1,057世帯 4,055世帯

平 成 ２ ９ 年 13.9% 15.0% 16.2% 18.8% 15.7%

令 和 ２ 年 15.9% 18.0% 19.1% 20.7% 18.0%

総世帯数
（世帯）

ひとり暮らし高齢者
（世帯）

高齢者のみ世帯
（世帯）

高齢者世帯合計
（世帯）

総世帯における高齢者
世帯の割合（％）
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第５章 地域包括ケアシステム 

 

１ 地域包括ケアシステムとは 

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けら

れる社会を目指して、２０２５（令和７）年を目途に「地域の包括的な支援・サー

ビス提供体制」を構築するものです。 

その背景には、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５（令和７）年以降は、医

療や介護の需要がさらに増加することが見込まれること、さらには、高齢化の進展

に伴い、高齢者単身世帯や高齢者のみ世帯の増加等があり、それに合わせ生活環境

等の多様化・複雑化に対応した地域ごとの実情や特性に則した支援体制の整備が必

要となります。 

このような高齢者を取り巻く環境の変化に伴い、地域における「医療」「介護」

「生活支援」「介護予防」「住まい」の 5 つのサービスが一体的に提供できる体制を

構築し、これを推進していくことが求められています。 

 

 

２ 本市の課題 

高齢者が人生の最期まで住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるためには、

その地域の実情に応じた適切な取組や支援を充実させることが必要です。 

本市は、平成に入り合併を経て市となった経緯があり、それぞれの地域の特性が

異なっているため、地域ごとの特色をいかした地域包括ケアシステムの早期実現が

求められています。 

そのような中で、地域のケアマネジメントを総合的に行うための中心的な役割を

担う高齢者支援センター（地域包括支援センター）について、その機能強化を図り

ながら、地域の高齢者の相談の要としての役割を今後一層高めていくための取組が

必要です。 

また、地域全体を支えていく上では、配食サービスや移動支援等は本市の地理的

条件等を踏まえ、適切に提供することも重要です。しかし、超高齢社会を迎えてい

る本市においては、こうしたニーズのすべてを公的な制度で支えることは難しく、

これからの地域包括ケアのあり方として、自助、互助を含めて地域全体で支え合っ

ていくため、住民への適切な情報提供等を行い、住民参加を促していく必要があり

ます。 
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３ 地域包括ケアシステムの実現を目指した体制づくり 

地域包括ケアシステムを実現する手法として「地域ケア会議」があります。地域

ケア会議では、医療・介護等の多職種の連携による高齢者個人の課題の解決と、そ

の積み重ねにより見えてくる地域課題を共有し、地域に必要な資源づくりや地域づ

くり、政策形成へとつなげることを目指します。 

本市では、「医療」「介護」「生活支援」「介護予防」「住まい」の５要素に「認知症」

を加え、下図のような体制により地域包括ケアシステムの実現に取り組んでいます。 
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第６章 重点施策の展開 

 

１ 施策の展開に関する考え方 

 重点施策の展開にあたっては、本市の高齢者を取り巻く状況や課題、本市第８次

計画での施策の実施状況を踏まえ、継承した「基本理念」に基づき、事業を実施し

ます。また、本市におけるニーズ調査の結果等を踏まえ、第３章において６つの重

点施策を設定し、これに取り組みます。 

なお、これらの重点施策の取組については、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、「新しい生活様式」に配慮した上で各施策を展開します。 

 

２ 事業の整理区分 

 広域第８期計画では、要介護・要支援状態となることを予防し、地域において自

立した生活を営むことができるよう支援することを目的とした「地域支援事業」、

地域支援事業以外に東三河広域連合が独自に実施する「独自事業」、介護保険施設

や地域密着型サービスを整備する「施設整備」の３つの区分に整理して事業を実施

することとされています。 

このうち、「地域支援事業」については、地域における包括的な相談・支援体制、

多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制、認知症

高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進するため、３つの区分に整理して事業

を実施することとされています。 

 

第８期介護保険事業計画の地域支援事業の事業整理区分一覧 

事業区分 事業整理区分 事業内容 

地域支援 

事業 

区分① 

【統一的な実施基準を定め全市町村で実施する事業】 

 統一的な実施基準を定め全市町村で実施する事業は、市町村で

受けられるサービスの充実と平準化を図ります。 

区分② 

【地域の特性を考慮して全市町村で実施する事業】 

 異なる社会資源を活用して実施している事業は、市町村ごとに実

施方法を委ね、地域の実情に応じた創意工夫のある事業を実施し

ます。 

区分③ 

【各市町村の必要性に応じて実施する事業】 

 社会資源の有無等、地域の特性により事業展開の必要性が異な

る事業は、市町村に実施の有無を委ね、柔軟な地域づくりを推進し

ます。 

独自事業  
 地域の課題解決に向けて、地域支援事業以外で東三河独自の

事業を実施します。 

施設整備  
 介護需要を的確に見込み、必要となる介護保険施設等の整備を

推進します。 
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本市で取り組む地域支援事業 

事業整理区分 事業名 掲載ページ 

区分② 

地域ケア会議の推進事業 Ｐ６３ 

生活支援体制整備事業 Ｐ４９、５０ 

地域包括支援センター運営事業 Ｐ６３ 

介護予防普及啓発事業 P４３、４４ 

地域介護予防活動支援事業 P４３、４４ 

介護予防把握事業 P４５ 

認知症総合支援事業 P６７～７１ 

認知症サポーター養成事業 P６６ 

家族介護教室等開催事業 P５５ 

徘徊・見守りＳＯＳネットワーク事業 P５０ 

介護サービス事業者等適正化支援事業 P６５ 

在宅医療・介護連携推進事業 P３８～４１ 

配食サービス事業 P５３ 

区分③ 
短期集中通所サービス事業 Ｐ４３ 

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 P６０ 
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重点施策１ 医療介護連携の推進 

現状・課題 

疾病を抱えても住み慣れた場所・地域で療養し、自分らしい生活を続けるために

は、地域の医療・介護の関係機関が連携し、包括的かつ継続的な医療・介護を提供

する必要があります。 

ニーズ調査で、脳卒中の後遺症やがんで長期の治療・療養が必要になった場合の

在宅医療の希望については、「希望する」と答えた人の割合は３４.１％、「希望しな

い」は 37.5％、「在宅医療がよくわからないため、判断できない」が１９.３％でし

た。また、「希望しない」と答えた方の一番多い理由として、８４.２％の人が「家

族に負担（肉体的、精神的）がかかることが不安だから」と回答しています。今後

更なる高齢化の進展が見込まれる中、本市の入院施設は総合病院１か所であり、病

院での療養を希望しても入院できない人が増え、在宅療養を必要とする高齢者がさ

らに増えていくことが予想されます。 

このようなことから、医療と介護の連携を深め、急性期の医療から在宅医療及び

介護までの一連のサービスを切れ目なく提供することができる連携体制の構築や

在宅療養を支える訪問看護の活用促進が重要であると同時に、適切な医療と介護に

よる支援を受けることで、在宅での療養生活を継続できることを市民に広く周知し

ていくことが必要です。 

また、新型コロナウイルス等の感染拡大を防ぐ「新しい生活様式」を踏まえた在

宅医療・介護連携の在り方として、インターネットにより非対面で情報連携ができ

る「電子＠連絡帳」の活用をより一層進めていきます。 

 

 

方針１ 多職種連携によるネットワークの構築 

 

１ 地域の医療・介護の資源の把握 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、リストやマップを

作成し、適宜更新します。 

◆作成したリスト等は、市民に公表するとともに、医療・介護関係者間の連携

等に活用します。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

リストの更新回数 1 1 １ 1 1 1 

担当部署 高齢福祉課 
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２ 医療・介護関係者の情報共有の支援 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆多職種間で患者やサービス利用者に関する情報を共有するツール「電子＠連

絡帳」を広く活用するため、医療・介護関係者の利用登録を進めます。 

◆「電子＠連絡帳」の更なる利用促進を図るため、活用による成功事例の紹介

を含めたシステム研修会の開催や事業所等を個別訪問してサポートを行い、

患者やサービス利用者の登録と情報共有を推進します。また、活用状況を定

期的に把握・評価し、改善を図ります。 

◆情報共有のルール等をまとめた医療介護連携ハンドブックについて、医療・

介護関係者が活用しやすいものとなるように内容を更新し、多職種間の情報

共有を支援します。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

電子＠連絡帳利用者

登録施設割合 
６５.３ ６８.０ ７０.５ ７５.０ ７８.０ ８１.０ 

担当部署 高齢福祉課 

 

３ 医療・介護関係者の研修 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種連携研修会、医療

介護連携推進研修会を実施します。 

◆参加者に対するアンケートやヒアリング等で、研修内容の評価や改善を図

り、医療と介護の相互理解が深まることを目指します。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

多職種連携研修会等 

アンケート満足率 
８０.５ ８８.３ ７６.１ ９０.０ ９０.０ ９０.０ 

担当部署 高齢福祉課 
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方針２ 切れ目のない在宅医療と介護の場を提供する体制づくり 

 

１ 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆医療、介護や国保データベース（ＫＤＢ）等のデータや関係機関へのアンケ

ートから現状の把握と分析を行います。 

◆分析したデータ、地域ケア会議や関係機関からのヒアリング等多方面から情

報を収集し、地域課題の抽出を行います。 

◆医療介護連携推進部会を開催し、現状や地域課題に関する情報を共有し、対

応策等の検討を行います。 

◆ 地域における在宅医療・介護の連携について、客観的な指標等に基づいた

分析や事業評価、進捗管理を行い、次に必要な取組を進めていきます。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

データを活用した 

分析の実施回数 
０ ０ １ １ １ １ 

担当部署 高齢福祉課 

 

２ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆医師会、歯科医師会、薬剤師会、渥美病院地域連携室、訪問看護事業所等と

会議を開催して連携を強化します。 

◆退院後の生活を見据えた退院指導が行えるよう、退院時カンファレンスへの

介護支援専門員の参加等を進め、在宅療養や介護生活へ円滑に移行できるよ

うに連携を支援します。 

◆在宅で適切な医療を継続して受けるために、関係機関やケアマネジャーへ働

きかけて訪問看護の利用を促進します。 

◆ 医療依存度の高い訪問看護利用者の災害時の支援体制について、関係機関

と連携して対応策や仕組みづくりを検討します。 

◆ 人生の最終段階において本人が希望する場所での看取りを行えるように、

医療・看護関係者、在宅療養を支える介護職員、入所施設の介護職員等の関

係機関の円滑な連携体制の構築を支援します。 

重要業績評価指標 

（単位：か所） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

訪問看護事業所数 ２ ３ ３ ３ ３ ３ 

担当部署 高齢福祉課 
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３ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 見直し 継続 充実 

概 要 等 
◆在宅医療・介護連携を支援する相談窓口である在宅医療サポートセンターに

おいて、相談対応、連携調整、情報提供等を行います。 

重要業績評価指標 

（単位：件） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

在宅医療サポートセ

ンターへの相談件数 
３５ ２７ ３０ ３５ ３５ ３５ 

担当部署 高齢福祉課 

 

４ 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆広域的な退院支援ルールの策定等、他市町村との連携が必要な事項について

の協議に積極的に関与し、在宅医療・介護連携に関する情報の共有や連携の

推進を図ります。 

重要業績指標 
Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

設定なし — — — — — — 

担当部署 高齢福祉課 
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方針３ 在宅医療・介護連携の理解促進 

 

１ 地域住民への普及啓発 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆在宅医療・介護連携や地域包括ケアシステムへの理解を深めるために、市民

向け講演会を開催します。 

◆市政ほーもん講座や在宅医療サポートセンターによる出前講座を開催し、在

宅医療・介護連携やかかりつけ医の必要性等について幅広く普及啓発を図り

ます。 

◆本人の望む最期や人生の最終段階における医療について、日ごろから周囲と

話し合っておくことの重要性を市民や関係機関に普及啓発していきます。 

◆ポスター・パンフレット等を作成し、在宅医療・介護連携について周知を行

います。 

重要業績評価指標 
Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

出前講座実施回数 

（単位：回） 
１０ 7 ３ １０ １０ １０ 

市民向け講演会 

参加者数 

（単位：人） 

２１０ ２５０ ８５ ３００ ３００ ３００ 

担当部署 高齢福祉課 
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重点施策２ 健康寿命の延伸 

現状・課題 

 健康寿命の延伸のためには、介護予防や健康づくりの取組を拡充していくことが

必要となります。特に、今後７５歳以上人口は２０４０（令和２２）年までに急速

に増加することが見込まれることから、住民一人ひとりが自らの健康づくりや老後

の過ごし方、地域社会への参加、そして人生の最終段階のあり方を考えることが重

要となります。 

本市は、ＷＨＯ健康都市連合に加盟し、健康・福祉分野だけでなく、まちづくり

の視点からも、市民が生きがいを持ち、いきいきと生活できる健康都市の実現を目

指しており、今後もそのための取組が重要となっていきます。 

ニーズ調査では、介護が必要になった主な原因として「認知症」「高齢による衰

弱」「骨折・転倒」の順になっており、要介護状態になることを予防するために、

「健康」と「要介護」の中間の状態、いわゆる「フレイル」への対策が大切で

す。 

また、高齢者自身が生活機能を維持しながら、様々な形で地域や社会とのつな

がりを持ち続けられることが重要になります。 

その上で身近な場所や個々のライフスタイルに合わせて気軽に参加できる介護

予防教室の開催等、高齢者が主体的に取り組むことができる介護予防活動につい

て、地域の実情を踏まえながら推進するとともに、担い手となる人材を確保して

いく必要があります。 
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方針１ 介護予防の推進 

 

１ 介護予防の普及啓発 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆要介護状態を未然に防ぐため、介護予防教室を開催し、運動、口腔ケアや栄

養、認知症予防等の基本的な知識の普及啓発を行います。 

◆基本チェックリストの運動機能（№６から１０）の項目に１個から２個該当

する高齢者に対してフレイルの高齢者向けの教室を開催します。 

◆口腔機能が低下している者やそのおそれのある者に対して、生活習慣病との

関連、口腔内の衛生、嚥下体操等の指導を行う教室を開催します。 

◆６０代の若い年代を対象に口腔、栄養及び運動機能について総合的に学び、

健康づくりや介護予防につながるきっかけづくりに取り組みます。 

◆閉じこもりによる寝たきり予防や認知症予防の観点から、脳の活性化を促し

認知症予防及び進行を緩やかにする教室の展開を検討します。 

◆教室の開催にあたり、「新しい生活様式」を踏まえ、新型コロナウイルス等

の感染拡大を防ぎます。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

通いの場への参加率 ６.９ ７.４ ６.２ ６.６ ６.９ ７.３ 

担当部署 高齢福祉課 

 

２ 地域介護予防活動の支援 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆市民館や公民館等、歩いて行ける身近な場所で、健康づくりリーダー等を活

用しながら、誰でも一緒に参加でき、心身の活性化を図る運動等の通いの場

の開催を支援します。 

◆地域の実情を把握し、住民主体の介護予防活動の地域への展開を支援しま

す。 

◆高齢者を中心とした介護予防、健康づくり等の取組に対する新たな支援制度

を検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

通いの場への参加率 ６.９ ７.４ ６.２ ６.６ ６.９ ７.３ 

担当部署 
高齢福祉課 

地域福祉課 
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３ 短期集中通所サービスの実施 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆理学療法士等の専門職により、対象者の生活環境を踏まえた評価を実施した

上で、短期間（提供上限：２４回）で機能改善を目指す介護予防プログラム

を実施します。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

短期集中通所サービ

ス利用者数 
９ １８ １５ ５０ ６０ ７０ 

担当部署 高齢福祉課 

 

４ 担い手の育成 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆地域での健康づくりの普及・啓発等を行う健康づくりリーダーを育成する研

修参加にかかる費用の一部を補助し、健康づくりや介護予防活動の担い手の

確保に努めます。 

◆体操等の介護予防活動を行う介護予防推進員を養成する介護予防推進員養

成講座を開催し、介護予防活動の促進を図ります。 

◆介護予防に資する住民主体の教室運営をサポートするために、担い手のフォ

ローアップを行います。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

健康づくりリーダー

新規登録者数 
３ ３ １ ２ ２ ２ 

介護予防推進員 

育成数 
— ３ １ ２ ２ ２ 

担当部署 
高齢福祉課 

健康課 
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５ 介護予防が必要な高齢者の早期発見 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆基本チェックリストや、保健・医療・福祉及びその他の関係機関の連携、訪

問活動、本人・主治医等からの連絡、地域のつながりの中での発見等、様々

な機会や手段を用いて、要支援・要介護状態となる可能性が高い高齢者を把

握します。 

◆把握した情報をもとに、高齢者支援センター等と連携し、必要なサービスや

教室等への参加につなぐことで、介護予防を図ります。 

◆生活機能が低下している高齢者の早期発見のために、より適切な把握方法を

検討し、把握した情報を効果的に介護予防につなげていけるよう、必要に応

じて見直しを行います。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

基本チェックリスト 

返信率 
５４.４ ５８.９ ５９.０ ６０.０ ６１.０ ６２.０ 

担当部署 高齢福祉課 

 

 

方針２ 健康づくり・フレイル予防の推進 

 

１ 健康意識の啓発 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指して、様々な年代の課題に沿った、

生涯を通じての健康づくりに取り組みます。 

◆広報たはらへの掲載等により、積極的な啓発を実施します。 

◆健康づくりに関する市政ほーもん講座等を実施し、市民の健康意識の啓発に

努めます。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

市政ほーもん講座等

健康教育の参加者数 
７,５２２ ８,６７２ ４,０００ ６,０００ ８,０００ ９,５００ 

担当部署 健康課 
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２ 健康づくりの基盤整備 見直し 継続 充実 

概 要 等 
◆市民が楽しみながら健康づくりに参加できる「たはら健康マイレージ」を運

用し、健康行動の実践者の増加を図ります。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

たはら健康 

マイレージ達成者数 
１,０８８ １,２０３ ９００ １,０００ １,１００ １,２００ 

担当部署 健康課 

 

３ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 新規 

概 要 等 

◆高齢者に対する個別支援（ハイリスクアプローチ）によって、生活習慣病の

重症化予防・低栄養予防等のための保健指導を行い、生活習慣改善等を促し

ます。 

◆通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）によって、

フレイル予防の普及啓発をします。 

重要業績評価指標 
Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

低栄養傾向高齢者

（６５歳以上） 

ＢＭＩ２０以下 

の割合（単位：％） 

２１.３ １８.１ １８.０ １７.９ １７.８ １７.７ 

ポピュレーション 

アプローチ参加者数 

（単位：人） 

— — ２８０ ３６０ ４００ ４２０ 

担当部署 

保険年金課 

健康課 

高齢福祉課 
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４ 健康管理の推進 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆主要な死亡原因となっている「がん」や「循環器疾患・糖尿病」等の生活習

慣病予防と重症化予防として特定健診、後期高齢者医療健診、各種検診を実

施します。また、健康相談や訪問指導を行うことで健康管理を行います。 

◆インフルエンザ・肺炎の発症やその重症化予防のため、高齢者の予防接種を

実施します。 

◆高齢者では６５歳、７０歳、７５歳、８０歳の人を対象に成人歯科検診を実

施します。なお、歯科医院へ行くことが困難な人を対象に、訪問歯科検診を

実施するとともに、受診率の向上を目指し働きかけていきます。 

◆高齢者の成人歯科検診については、受診者が少ないことから、検診の普及啓

発を行い、口腔機能の向上や高齢者の歯科保健を推進します。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

特定健診受診 ４０.４ ３８.２ ３９.０ ５２.０ ５６.０ ６０.０ 

後期高齢者医療健診 

受診率 
４０.１ ３９.８ ３９.９ ４０.０ ４０.１ ４０.４ 

高齢者（70 歳）の

成人歯科検診受診率 
１７.４ １６.３ １５.０ ２０.０ ２５.０ ３０.０ 

担当部署 

保険年金課 

健康課 

高齢福祉課 

 

 

方針３ 生きがいづくりの推進 

 

１ シルバー人材センターの運営支援 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆シルバー人材センター登録会員数を増やす取組を推進し、働く意欲のある高

齢者（会員）に地域社会の日常生活に密着した、臨時的かつ短期的又は軽易

な仕事を提供することで、高齢者の生きがいづくりを支援します。 

◆シルバー人材センターの請負業務等の拡大により、事業運営が充実するよ

う、必要な支援を行います。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

シルバー人材センタ

ー入会説明会開催数 
１２ １２ １２ １２ １２ １２ 

担当部署 高齢福祉課 
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２ 老人クラブ活動の支援 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆高齢者の地域活動や社会活動参加の受け皿となる、田原市老人クラブ連合会

に加入している各地域の老人クラブに対して、その活動を支援するための補

助金を交付します。 

◆田原市老人クラブ連合会に委託をして、「歩け歩け運動」「趣味のグループ育

成」「子ども見守り活動」等を実施します。 

◆田原市老人クラブ連合会が、地域の老人クラブ数及び老人クラブ会員数を維

持するための対策として、男女別・年代別等も考慮し、役員の負担軽減を図

り、老人クラブ活動の魅力を発信する等の取組を支援します。 

重要業績評価指標 
Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

老人クラブ数 

（単位：クラブ） 
１０７ ８４ ７６ ７６ ７６ ７６ 

老人クラブ会員数 

（単位：人） 
１１,８４４ ９,３０９ ８,０００ ８,０００ ８,０００ ８,０００ 

担当部署 高齢福祉課 

 

３ 地域のイベント等への参加促進 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆ライフステージに応じた学びの機会として、概ね６０歳以上の方を対象に高

齢者の生きがいづくり教室「しおさい大学」を開催し、健康づくり、趣味、

ライフワークづくり等の学習機会の提供を行います。 

◆スポーツ推進委員を通じて、競技性を重視せず、誰でも参加できるニュース

ポーツの出前講座の開催を老人クラブ等に呼びかけ、実施します。  

◆平成２５年３月に設立された総合型スポーツクラブ「なのはなスポーツクラ

ブ」のメニューを充実し、誰でも気楽にスポーツが楽しめる環境を整備しま

す。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

しおさい大学定員に

対する参加率 
— — ７５.０ ９０.０ ９０.０ ９０.０ 

担当部署 
生涯学習課 

スポーツ課 
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重点施策３ 在宅生活支援の充実 

現状・課題 

高齢者人口が増加する中、高齢者単身世帯や高齢者のみ世帯も年々増加傾向にあ

ります。ニーズ調査からは病院の送迎、玄関前や庭等の家周りの掃除や簡単な力仕

事等を普段の生活の中で手助けしてほしいという要望が多くありました。この結果

からも、自分でできることは自分で行いながら、住み慣れた地域で安心かつ自立し

た生活が続けられるよう、介護サービスに加え、ボランティア、ＮＰＯ法人、民間

企業等多様な主体による見守りや生活支援サービスが提供できる体制整備が必要

とされていることがわかります。 

さらには、元気な高齢者の社会参加を促し、高齢者自身が担い手として参加する

住民主体の活動が活発に行われる支え合い・助け合いの地域づくりを進めるため、

生活支援コーディネーターを中心に地域へ目を向けた活動が期待されます。 

また、高齢者を介護している家族介護者の心身への負担や老々介護の割合が高く

なっていることから、家族介護者の心身の負担を軽減するための支援を行います。 

 

 

方針１ 地域全体で支え合う仕組みづくり 

 

１ 協議体の設置・運営 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆情報共有や連携の場として市内全域で協議体づくりを進めます。 

◆協議体を「アイデア出しの場」と考え、地域の人たちと情報共有や課題の洗

い出し等を行い、地域で不足している助け合い活動やサービスの創出を進め

ます。 

重要業績評価指標 

（単位：地域） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

協議体設置地域数 ２ １４ ２０ ２０ ２０ ２０ 

担当部署 高齢福祉課 
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２ 生活支援コーディネーターの配置 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、ボランティア等生活支援

の担い手の発掘や地域資源の開発、サービス提供主体等関係者のネットワー

ク化を推進します。 

◆関係者のネットワークや既存の取組 

・組織を活用し、地域の支援ニーズとサービス提供体制のマッチングを行うこ

とで、多様な生活支援サービスが利用できるよう地域づくりを支援します。 

重要業績評価指標 

（単位：件） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

地域の支援ニーズと 

サービス提供体制の 

マッチング件数 

0 ０ ２ ５ １０ ２０ 

担当部署 高齢福祉課 

 

３ 高齢者の見守り支援の充実 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆認知症等により行方不明になった高齢者を、ＳＯＳネットワーク協力機関等

と連携することで早期発見につなげ、その再発防止にも努めます。 

◆地域における見守り等の支援体制を構築し、認知症高齢者とその家族が安心

して生活できる環境の整備を推進しながら、徘徊高齢者等事前登録制度の運

用や高齢者支援センターや関係団体等との協働による行方不明高齢者等捜

索訓練を実施します。 

◆民生委員による高齢者見守り活動や相談対応を支援します。 

重要業績評価指標 

（単位：機関） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

ＳＯＳネットワーク

協力機関登録数 
７２ ７３ ７５ ７７ ７９ ８１ 

担当部署 
高齢福祉課 

地域福祉課 
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４ 生活ささえあいネットの活用推進 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆在宅の高齢者や障害者等が安心して暮らせるよう、住民参加型の生活ささえ

あいネットを活用して、ちょっとした困りごとがある場合に地域のサポータ

ー（ボランティア）がお手伝いをし、そのお礼に地域通貨「菜」を渡す住民

参加型の「生活ささえあいネット」を実施します。  

◆老人クラブや自治会へ制度の周知を行い、ごみ出しや買い物等、日常の軽微

な支援の支え手（サポーター）の確保に努め、地域における相互支援の充実

を図ります。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

サポーター登録者の

全自治会での登録 
５９ ６７ ６７ １０６ １０６ １０６ 

担当部署 地域福祉課 

 

５ 地域活動等への参加促進 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆「普段の声かけ」や「ふれあいの機会をつくる」ことにより、高齢者が安心

して地域で生活していけるよう高齢者の見守り活動に対する福祉活動奨励

金を地域コミュニティに交付します。 

◆地域活動や社会活動に参加する高齢者の受け皿となる老人クラブ等を地域

コミュニティで支援するとともにその活動の活性化を図ります。 

◆高齢者を中心とした地域行事の実施において、新型コロナウイルス感染症等

の対策として、３密の回避等を意識した事業の実施のために、奨励金対象事

業の考え方等について柔軟な対応を検討します。 

◆高齢者を中心とした介護予防、健康づくり等の取組に対する新たな支援制度

を検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：団体） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

福祉活動奨励金（地

域行事等への支援

分）交付団体数 

２０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

担当部署 高齢福祉課 
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方針２ 在宅生活支援サービスの充実 

 

１ 高齢者生活管理指導短期宿泊サービス 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆養護老人ホーム等の空き部屋を活用し、社会的支援が必要な高齢者を一時的

に受け入れ、必要な支援を行います。 

◆家族の介護負担軽減のための宿泊や、虐待等で緊急に避難する必要があると

認められる高齢者を一時的に受け入れ、必要な支援を行います。 

重要業績評価指標 
Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

設定なし — — — — — — 

担当部署 高齢福祉課 

 

２ 高齢者等軽度生活支援の実施 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆要支援・要介護の認定を受けた単身高齢者等が、家周りの手入れ等の日常生

活上発生する軽易な作業をシルバー人材センターに依頼した場合、その負担

額の一部を助成し、自立した生活を維持できるよう支援します。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

高齢者等軽度生活 

支援実利用者数 
１１ １２ １１ １１ １２ １３ 

担当部署 高齢福祉課 

 

３ 寝具乾燥消毒サービスの実施 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆寝具の衛生管理が困難な単身高齢者等に対して、寝具の乾燥及び消毒を行

い、快適な生活ができるよう支援します。 

◆高齢者支援センターやケアマネジャー等と連携を図り、サービス利用を必要

としている高齢者の実態を把握し、サービス受託事業者と調整を図りなが

ら、適切なサービスの在り方を検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

寝具乾燥消毒サービ

ス延べ利用回数 
４０ ６０ ５０ ６０ ６０ ６０ 

担当部署 高齢福祉課 
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４ 配食サービスの実施 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆調理が困難な単身高齢者等に昼食又は夕食を配達することにより、栄養改善

や安否確認を行います。 

◆サービス利用者の生活状況や身体状況を事前に調査し、サービス利用者の健

康を保持し身体機能の低下が抑制されるよう努めます。 

◆配食サービス業務受託事業者と連携し、適切なサービスの提供に努めます。 

◆高齢者単身世帯が今後も増加することが見込まれる中、配食サービスが必要

な世帯に行き渡るよう、市内の関係事業所等に事業参入を呼びかけます。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

配食サービス延べ 

利用者人数 
１,１６６ １,１２８ １,１００ １,１５０ １,１８０ １,２００ 

担当部署 高齢福祉課 

 

５ 緊急通報システムの普及啓発 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆単身高齢者等の生活の安全を確保し、日常生活の不安を解消するため、急病

等の緊急通報のほか、親族等に相談連絡ができる緊急通報装置を貸与しま

す。 

◆民生委員や高齢者支援センター等と協力し、緊急通報システムの設置促進が

図られるよう、協力体制を構築します。 

◆高齢者やその家族が集まるイベント（市民まつり等）において、緊急通報シ

ステムに関する周知活動をする等、市民に対して緊急通報システムの普及啓

発に努め、緊急通報システムの設置台数の増加を目指します。 

重要業績評価指標 

（単位：台） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

緊急通報システム 

設置台数 
３２１ ３２３ ３１４ ３２０ ３４０ ３５０ 

担当部署 高齢福祉課 

 

６ 高齢者の交通安全及び防犯対策 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆高齢者向けの交通安全・防犯対策の講座を開催し、高齢者の交通事故や犯罪

被害の減少を図ります。 

◆高齢者の運転免許証の自主返納を推進し、高齢運転者が原因の交通事故の減

少を図ります。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

高齢者向け交通安

全・防犯講座開催数 
４ ４ ４ ４ ４ ５ 

担当部署 総務課 
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７ 高齢者の外出支援助成 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆７０歳以上の高齢者が医療機関への通院等日常生活を送る中で、公共交通機

関を利用する場合、その料金の一部を助成することで高齢者の外出を促進

し、移動支援や閉じこもりの防止を図ります。 

◆福祉車両（車イス等で乗車できる設備を持つ車両）等による移動手段である

福祉有償運送の料金を助成することで、公共交通機関を単独で利用して移動

することが困難な要介護者や身体障害者等の移動手段を確保します。 

◆高齢者等外出支援助成事業において、利用者ニーズを把握する等して将来的

な助成制度の在り方について研究し、必要に応じて制度改正等を検討しま

す。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

高齢者等外出支援 

助成券利用率 
— — ４３.２ ４８.０ ５３.０ ５８.０ 

担当部署 高齢福祉課 

 

 

方針３ 家族介護支援の充実 

 

１ 訪問理美容サービスの利用支援 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆加齢に伴う身体機能の低下等により、理髪店や美容院に行くことが困難な高

齢者に対して、訪問による理美容サービスを利用した場合の料金の一部を助

成し、快適な日常生活が送れるよう支援します。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

訪問理美容サービス

助成券利用率 
４８.６ ５１.９ ５４.０ ５６.０ ５８.０ ６０.０ 

担当部署 高齢福祉課 

 

２ 家族介護用品の購入支援 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆要介護高齢者の在宅介護に必要な紙おむつ等を購入できる補助券を支給し、

家族介護の経済的な負担軽減を図ります。 

◆利便性の高い介護に必要と思われる品目について、ケアマネジャーや福祉用

具の事業所等の意見も聞きながら、助成の必要性について検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

家族介護用品券 

利用率 
９２.３ ８６.８ ８７.０ ８８.０ ８９.０ ９０.０ 

担当部署 高齢福祉課 
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３ 家族介護教室の充実 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆介護による心身の疲労を軽減させ、気分を新たに介護に取り組めるようにす

るとともに、同じ在宅介護を行っている者同士が、互いに抱えている問題及

び経験を話し合える介護者の交流会等を開催します。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

認知症介護者の集い

延べ参加者数 
７６ ８５ ７０ ９０ ９５ １００ 

家族介護者交流会 

延べ参加者数 
５１ ７７ ３０ ６０ ７０ ８０ 

担当部署 高齢福祉課 
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重点施策４ 住環境の整備 

現状・課題 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、生活基盤となる住宅

等の住環境を安心・安全なものとするための整備が必要になります。 

 ニーズ調査において、在宅医療を希望しない理由として「部屋やトイレなど住居

の環境が整っていないから」と回答した一般高齢者は２０.４％いました。 

また、普段の生活の中で手助けをしてほしいこととして、「病院への送迎」や「病

院への付き添いや薬の受け取り」と回答した要介護認定高齢者が多い一方で、「声

かけ・見守り」や「日ごろの話し相手」を求める声も多く、高齢者単身世帯や高齢

者のみ世帯が増加する中では、住宅のバリアフリー化の推進や高齢者施設等の確保

といったハード事業の整備だけではなく、高齢者の住み慣れた地域における「交通

安全・防犯対策」や「高齢者虐待の防止対策」等の安心・安全な地域づくりにも並

行して取り組みます。 

 

 

方針１ 住み慣れた住宅の環境改善支援 

 

１ 人にやさしい住宅リフォーム補助金の交付 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆７０歳以上の高齢者（要支援・要介護認定者を除く）が居住する住宅におけ

る高齢者の生活に適した居住環境を整備するため、居室・浴室・トイレ等の

段差解消や手すりの設置のための改修費用の一部を補助します。 

◆田原市リフォームヘルパー（建築課委嘱職員）と連携し、住宅のバリアフリ

ー化のリフォームに関するアドバイスや高齢者に適した住環境の整備に関

する情報を提供します。 

重要業績評価指標 

（単位：件） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

人にやさしい 

住宅リフォーム 

補助金交付件数 

６２ ５４ ６０ ６０ ６０ ６０ 

担当部署 高齢福祉課 
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２ 耐震診断・耐震補強の支援 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆Ｒ２年度に見直しを実施した田原市耐震改修促進計画に基づき、愛知県が登

録した「愛知県木造住宅耐震診断員」が、昭和５６年 5 月以前に建築した木

造住宅に対して、無料耐震診断を実施します。 

◆上記の無料耐震診断により、耐震性が不十分であると判定された住宅の耐震

改修設計及び工事を行う場合、その費用の一部を助成します。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

住宅の耐震化率 — — ６３.１ ６３.６ ６４.１ ６４.６ 

担当部署 建築課 

 

３ 簡易防災対策の支援 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆７０歳以上の高齢者（要支援・要介護認定者を除く）が居住する住宅におけ

る防災ベッド、防災フレーム、耐震シェルター等の設置（田原市簡易耐震対

策助成事業で対象外となった施設に限る）に要する費用の一部を補助しま

す。 

◆過去の申請状況等から制度の見直しについて検討します。 

重要業績評価指標 
Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

設定なし ０ ０ ０ — — — 

担当部署 高齢福祉課 

 

４ ひとり暮らし高齢者宅防火点検の実施 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆民生児童委員協議会の高齢者部会及び点検実施地区担当民生委員や予防課

との連携により、７５歳以上の高齢者単身世帯の防火点検を実施し、高齢者

の防火意識の高揚を図ります。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

ひとり暮らし高齢者

宅防火点検実施回数 
１ １ １ １ １ １ 

担当部署 
高齢福祉課 

予防課 
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５ 住宅用火災警報器の設置促進 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆ひとり暮らし高齢者宅防火点検を実施した際に、住宅用火災警報器（住警器）

が設置されていなかった世帯を対象として、田原市防火協会と連携し、住警

器の設置を促し、高齢者単身世帯の火災被害の抑止を図ります。 

重要業績評価指標 

（単位：世帯） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

住警器設置世帯数 ２５ ２１ ２０ ２０ ２０ ２０ 

担当部署 予防課 

 

 

方針２ 安心・安全な地域づくりの推進 

 

１ 避難行動要支援者対策の推進 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆災害発生時に支援を必要とする高齢者等の情報を事前に把握し、災害発生時

には迅速な避難誘導や安否確認等ができる体制の整備を推進します。 

◆避難行動要支援者名簿への登録を推進し、自主防災会、民生委員、社会福祉

協議会等に情報提供をすることにより、避難支援プラン（個別計画）の策定

を支援します。 

◆災害発生後の避難生活において、指定避難所の生活では支障があると認めら

れる高齢者等に対しては、指定福祉避難所への受け入れ依頼や福祉避難所の

開設等により、安心して避難生活が送れる場所を確保します。 

◆福祉避難所では、人的支援協定を結んでいる福祉サービス事業所からのスタ

ッフ派遣を受け入れ、避難生活の支援体制を整備します。 

◆バリアフリー化されていない避難所において、物資供給協定を結んでいる福

祉用具貸与事業所からの物資提供を受け、段差の解消等の環境整備を行いま

す。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

名簿未登録者への 

登録勧奨回数 
１ １ １ １ １ １ 

担当部署 地域福祉課 
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２ 高齢者の交通安全及び防犯対策（再掲） 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆高齢者向けの交通安全・防犯対策の講座を開催し、高齢者の交通事故や犯罪

被害の減少を図ります。 

◆高齢者の運転免許証の自主返納を推進し、高齢運転者が原因の交通事故の減

少を図ります。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

高齢者向け交通安

全・防犯講座開催数 
４ ４ ４ ４ ４ ５ 

担当部署 総務課 

 

３ 高齢者虐待防止対策の推進 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護や介護者への支援を行うため、相

談体制の充実を図ります。 

◆介護者に対して、介護や認知症に関する知識の普及啓発を行い、介護負担の

軽減や虐待の防止を図ります。 

◆高齢者虐待防止マニュアルに沿って関係機関と連携を図り、高齢者虐待の早

期発見及び対応により、高齢者虐待防止体制を充実させます。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

高齢者虐待防止 

講習会等受講職員数 
２ １ １ ２ ２ ２ 

担当部署 高齢福祉課 

 

 

方針３ 高齢者施設等の確保 

 

１ 養護老人ホームへの入所措置 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆環境上や経済的理由で、家庭での生活が困難な介護保険対象者以外の高齢者

を対象に、養護を目的とした養護老人ホームへの入所措置を行います。〔市

内 1 施設〕 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

入所措置人数 ６ ７ ７ — — — 

担当部署 高齢福祉課 
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２ 軽費老人ホーム（ケアハウス）の整備 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆家庭環境や住宅事情等の理由で、家庭での生活が難しい高齢者のために、生

活相談・食事・入浴サービスを提供する軽費老人ホーム（ケアハウス）への

入居希望者等に対して情報提供等を行います。〔市内 1 施設〕 

◆高齢者のニーズを把握し、既存施設の維持を図りながら、必要に応じて新た

な経費老人ホーム（ケアハウス）の誘致を検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：施設） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

軽費老人ホーム 

（ケアハウス） 

施設数 

１ １ １ １ １ １ 

担当部署 高齢福祉課 

 

３ シルバーハウジングの整備 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆高齢者（世帯）が地域社会の中で自立して安心・安全に生活を営むことがで

きるよう、ライフサポートアドバイザーを派遣し、高齢者の利便性の向上を

図りながら、適切な福祉サービスが受けることができる高齢者専用住宅を提

供します。〔市内 2 施設〕 

◆高齢者のニーズを把握し、必要に応じて市営住宅建て替え時にはシルバーハ

ウジングの整備を検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：施設） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

シルバーハウジング

施設数 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

担当部署 
高齢福祉課 

建築課 

 

４ 生活支援ハウスの運営 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆在宅生活に不安のある高齢者に対し、安心して健康で明るい生活を送れるよ

う、介護支援機能、居宅機能及び交流機能等を併せ持つ住居を提供し、自立

生活の支援を行います。〔市内 1 施設〕 

◆高齢者のニーズを把握し、既存施設の維持を図りながら、必要に応じて新た

な生活支援ハウスの整備を検討します。  

重要業績評価指標 

（単位：施設） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

生活支援ハウス 

運営数 
１ １ １ １ １ １ 

担当部署 高齢福祉課 
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５ 有料老人ホーム（住宅型）の整備 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆入居希望者に対し、食事サービスや清掃等の身の回りのこと、緊急時の対応

等、一般的なサービスが提供される有料老人ホーム（住宅型）に関する情報

を提供します。〔市内４施設〕 

◆高齢者のニーズを把握し、既存施設の維持を図りながら、必要に応じて新た

な有料老人ホーム（住宅型）の誘致を検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：施設） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

有料老人ホーム 

（住宅型）施設数 
２ ３ ４ ４ ４ ４ 

担当部署 高齢福祉課 

 

６ サービス付き高齢者向け住宅の整備 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆高齢者（世帯）が安心して生活を営むことができるよう、介護と医療が連携

してサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅の情報収集に努め、入

居希望者に情報を提供します。〔市内１施設〕 

◆高齢者のニーズを把握し、既存施設の維持を図りながら、必要に応じて新た

なサービス付き高齢者向け住宅の誘致を検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：施設） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

サービス付き高齢者

向け住宅施設数 
１ １ １ １ １ １ 

担当部署 高齢福祉課 

 

７ 住み替えしやすい住宅環境の整備 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆地域の特性をいかし、高齢者をはじめとした各年齢層が、暮らしの利便性の

向上を目指した住み替えができるよう、「空き家・空き地バンク」の紹介等

を通じて情報提供します。 

重要業績評価指標 

（単位：件） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

空き家・空き地 

バンク利用件数 
６ ５ ６ ７ ８ ９ 

担当部署 建築課 
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重点施策５ 介護サービス基盤の充実 

現状・課題 

 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続け、必要な時に適切な介護サービスを受ける

ことができ、高齢者を介護する家族が介護離職に至らなくてもいいよう、介護施設

サービスや日常生活圏域における居宅サービス等の質の確保とサービス基盤の一

層の充実が求められます。 

 ２０１８（平成３０）年４月から東三河８市町村の介護保険事業が統合し、地域

の特性やニーズに応じた介護サービス基盤の整備をはじめ、適正なサービスの利用

促進の観点から東三河広域連合が保険者として制度の運営を行っています。また、

市町村も住民の身近な窓口として、介護保険に係る相談や地域の実情に合わせた地

域支援事業の実施等に取り組んでいます。 

 地域で暮らす高齢者とその家族を総合的に支える高齢者支援センター（地域包括

支援センター）は、専門職種が対応する身近な相談窓口として活動を続けてきてい

ます。ニーズ調査においても、地域包括支援センターの認知度は着実に上がってき

ています。増加する支援ニーズ等に対応するため、引き続きその機能や体制の強化

に努める必要があります。 

 また、施設等の基盤整備と合わせて、介護の現場で働く人材確保や高度化する介

護ニーズへ対応するための人材育成も重要な課題であり、重点的な取組が必要にな

ります。 

 特に、人材育成においては、長年、本市において地域の介護人材の育成の中心的

な役割を担ってきた田原市立福祉専門学校が２０２１（令和３）年度から民営化さ

れることに伴い、運営する社会福祉法人が独自の育成ノウハウを活用し、より充実

した介護人材の育成に取り組むことが期待されます。 
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方針１ 適切な介護サービスを提供するための基盤強化 

 

１ 高齢者支援センター（地域包括支援センター）の機能強化 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆地域包括支援センターが市民に分かりやすくなるよう、本市では名称を「高

齢者支援センター」とし、市民が訪れやすい相談窓口を整備して周知を行い

ます。 

◆地域住民の心身の健康の保持と生活の安定に資する保健・医療の向上、福祉

の増進のため、地域包括支援センターが必要な援助を行うとともに包括的支

援事業を一体的に実施します。  

◆地域包括支援センター運営協議会を設置し、公正かつ適正なセンターの運営

を目的に、運営方針、評価、職員の確保等について協議し、機能強化を図り

ます。 

◆高齢化の進展により支援を必要とする高齢者が増加する中でも効果的な活

動が行えるように、地域別高齢者人口等を踏まえて、担当圏域や体制の見直

しを検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

地域包括支援センタ

ー運営協議会開催数 
１ １ ２ ２ ２ ２ 

担当部署 高齢福祉課 

 

２ 地域ケア会議の開催 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆医療・介護等の多職種や地域が協働して、自立した生活を営むために高齢者

に共通して必要な支援を地域における課題として把握し、課題解決に必要な

社会資源の開発や活用を行い、地域づくりを推進するため、地域ケア会議を

開催します。  

◆自立支援・介護予防の観点を踏まえて、自立を促したり高齢者の生活の質の

向上を目指します。 

◆地域ケア会議では、高齢者支援センターの三職種及びケアマネジャー、認知

症地域支援推進員、リハビリ職、歯科衛生士等の医療・介護の専門職のほか、

生活支援コーディネーターや地域の支援者等の参加によって、多様な視点か

ら検討します。 

◆地域包括ケア推進協議会を地域ケア推進会議として位置づけ、地域ケア会議

で検討した地域課題を共有し、その解決のための方針を検討していくことで

市全体の政策につなげていきます。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

地域ケア会議開催数 １２ ９ 12 12 12 １２ 

担当部署 高齢福祉課 
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３ グループホームの整備 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆家族介護者の在宅介護の負担を軽減するため、常時介護が必要な認知症高齢

者が家庭的な雰囲気で共同生活を送ることができるグループホームの整備

を推進します。〔市内６施設〕 

重要業績評価指標 

（単位：施設） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

グループホーム 

施設数 
５ ５ ６ ６ ６ ７ 

担当部署 
東三河広域連合 

高齢福祉課 

 

４ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策 新規 

概 要 等 

◆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、介護保険事業所等に対し、情報提

供や必要に応じてマスク、消毒液等の予防資材の提供を行います。 

◆介護施設等において、利用者等が新型コロナウイルスに感染した疑いがある

場合、迅速かつ適切な感染拡大防止対策を実施し、利用者が安心して介護施

設等を利用することができるよう支援します。 

重要業績評価指標 

（単位：事業所） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

介護施設等対象範囲 — — 全事業所 全事業所 全事業所 全事業所 

担当部署 
東三河広域連合 

高齢福祉課 

 

 

方針２ 介護人材の確保と定着の支援 

 

１ 介護職員初任者研修の開催 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆幅広く介護人材を育成するため、社会福祉法人が運営する田原福祉グローバ

ル専門学校（旧田原市立田原福祉専門学校）が実施する、在宅や施設で必要

となる基本的な介護の知識・技術を習得するための介護職員初任者研修を支

援します。 

◆介護職員初任者研修の実施にあたっては、介護福祉士を目指す介護職員のキ

ャリアアップを支援し、介護職としての定着を図りながら質の高い介護サー

ビスの提供につなげます。 

重要業績評価指標 
Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

介護職員初任者研修 

修了者数 
１４ ６ １５ ２０ ３０ ４０ 

担当部署 
東三河広域連合 

高齢福祉課 
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２ 地域における介護人材育成の推進 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆田原福祉グローバル専門学校が行う介護福祉学科及び実務者研修において、

社会福祉法人が運営するメリットを最大限にいかし、「生きた福祉」を学び

ながら、地域に貢献できる人間性豊かな介護福祉士の養成を支援します。 

◆地域福祉力の向上を図るため、田原福祉グローバル専門学校が行う介護に役

立つ知識や介助技術を学ぶオープンカレッジの開催のほか、公開講座、児童・

生徒の体験学習及び福祉教育の支援等により、福祉と介護に関する知識や理

解の普及啓発を図る取組を支援します。 

◆不足している介護人材の養成及び確保対策として、田原福祉グローバル専門

学校の入学者に対し、介護人材確保入学奨励金を交付します。 

◆市内の介護福祉施設への就職を促進するため、介護福祉士養成施設を卒業後

に市内で就職した者に対し、奨励金等の交付を検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

オープンカレッジ 

延べ参加者数 
３９９ ２２０ ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ 

担当部署 高齢福祉課 

 

 

方針３ 介護保険サービスの適切な提供支援 

 

１ 介護サービス事業者等適正化支援事業 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆介護サービス事業者への最新の情報提供をはじめ、ケアマネジャー等を対象

とした研修会の開催等、適切な介護サービスの提供に向けた取組を支援しま

す。 

◆市内介護保険事業者により組織される「田原市介護保険事業者等連絡会」の

運営に参画し、事業所間の連携や資質向上のための研修の開催を支援しま

す。 

◆介護保険サービスの適正な利用について、市政ほーもん講座等で啓発を行い

ます。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

介護支援専門員・ 

現任介護職員研修会 

開催数 

５ ４ ５ ５ ５ ５ 

担当部署 高齢福祉課 
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重点施策６ 認知症施策の推進 

現状・課題 

認知症高齢者の増加が見込まれる中、認知症の人の尊厳を守り認知症の有無にか

かわらず、同じ社会でともに生きるという共生の考えのもと、認知症の人に対して

やさしい地域づくりを推進するためには、認知症に関する正しい知識の習得や理解

の促進、家族介護者の負担軽減等、認知症の人やその家族の視点に立った取組を行

うとともに、認知症の発症を遅らせたり、進行を緩やかにするための支援も必要で

す。 

本市においては、認知症初期集中支援チームの設置、認知症地域支援推進員の配

置や認知症の家族への支援等、認知症の人やその家族の視点を重視して取り組んで

きました。 

しかし、認知症サポーター養成講座の修了者が地域で活動できるような機会の提

供や充実、認知症カフェの拡充、若年性認知症への理解の促進等の課題があります。 

今後は、生活上の困難が生じた場合でも、介護サービスで支えるだけでなく、周

囲や地域の理解と協力を得るとともに、国の認知症施策推進大綱を踏まえ、認知症

になっても希望を持って、住み慣れた地域でいつまでも安心して住み続けられる地

域づくりを推進していきます。 

 

 

方針１ 認知症理解の普及啓発及び本人発信の支援 

 

１ 正しい知識の普及啓発 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に関する正しい知識を持ち、地

域や職域において認知症の人及びその家族を支援する認知症サポーターを

養成します。 

◆認知症サポーター養成講座の開催にあたり、認知症の人と接する可能性が高

く異変に気付きやすい金融機関やスーパーマーケット等の企業や、親を介護

している世代にも開催し、認知症に関する理解の促進を図ります。 

◆地域の老人会等へ働きかけ、各市民館等で介護予防（認知症予防）について

の啓発活動を実施します。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

認知症サポーターの 

累計養成人数 
４,９９４ ５,６０３ ６,０００ ６,６００ ７,２００ ７,８００ 

上記のうち、企業・

職域型の養成人数 
３６７ ３９３ ４２３ ７６０ １,０７０ １,３８０ 

担当部署 高齢福祉課 
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方針２ 認知症予防の推進 

 

1 介護予防の普及啓発（再掲） 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆要介護状態を未然に防ぐため、介護予防教室を開催し、運動、口腔ケアや栄

養、認知症予防等の基本的な知識の普及啓発を行います。 

◆基本チェックリストの運動機能（№６から１０）の項目に１個から２個該当

する高齢者に対してフレイルの高齢者向けの教室を開催します。 

◆口腔機能が低下している者やそのおそれのある者に対して、生活習慣病との

関連、口腔内の衛生、嚥下体操等の指導を行う教室を開催します。 

◆６０代の若い年代を対象に口腔、栄養及び運動機能について総合的に学び、

健康づくりや介護予防につながるきっかけづくりに取り組みます。 

◆閉じこもりによる寝たきり予防や認知症予防の観点から、脳の活性化を促し

認知症予防及び進行を緩やかにする教室の展開を検討します。 

◆教室の開催にあたり、「新しい生活様式」を踏まえ、新型コロナウイルス等

の感染拡大を防ぎます。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

通いの場への参加率 ６.９ ７.４ ６.２ ６.６ ６.９ ７.３ 

担当部署 高齢福祉課 

 

 

  

２ 認知症の人本人からの発信支援 新規 

概 要 等 

◆認知症の人からの発信の機会が増えるよう、先に診断を受けその不安を乗り

越え前向きに明るく生きてきて思いを共有できるピアサポーターと協力し

て、認知症の人同士が集い、情報交換や相互の悩みを話し合う「本人ミーテ

ィング」の開催について検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

本人ミーティングの

開催回数 
— — ０ ０ ０ １ 

担当部署 高齢福祉課 
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２ 地域介護予防活動の支援（再掲） 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆市民館や公民館等、歩いて行ける身近な場所で、健康づくりリーダー等を活

用しながら、誰でも一緒に参加でき、心身の活性化を図る運動等の通いの場

の開催を支援します。 

◆地域の実情を把握し、住民主体の介護予防活動の地域への展開を支援しま

す。 

◆高齢者を中心とした介護予防、健康づくり等の取組に対する新たな支援制度

を検討します。 

重要業績評価指標 

（単位：％） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

通いの場への参加率 ６.９ ７.４ ６.２ ６.６ ６.９ ７.３ 

担当部署 
高齢福祉課 

地域福祉課 

 

 

方針３ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

 

1 認知症初期集中支援チームによる早期対応 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆認知症初期の支援を包括的・集中的に行い、認知症の人の自立した生活を支

援するため、医師・保健師・介護福祉士等で構成される「認知症初期集中支

援チーム」による支援の充実を図ります。 

◆「認知症初期集中支援チーム」は、認知症が疑われる高齢者等の家庭を訪問

し、生活状況や認知機能等の情報収集、観察、評価等を行い、適切な医療・

介護サービスにつなぐ等、本人・家族の支援を高齢者支援センター等と連携

して行います。 

重要業績評価指標 

（単位：チーム） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

認知症初期集中支援 

チーム設置数 
１ １ １ １ １ １ 

担当部署 高齢福祉課 
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2 認知症地域支援推進員の活動 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆認知症の人ができるだけ住み慣れた環境で暮らせるよう、医療・介護等の関

係機関とのネットワークを構築するとともに、連携の仕組みである認知症ケ

アパスの積極的な周知とその活用を図ります。 

◆認知症カフェの運営や開設の支援を行い、家族等の負担軽減を図ります。 

◆認知症の人やその家族に対する相談支援や支援体制の構築を行い、相談支援

の充実を図ります。 

◆認知症の理解を深めるため、認知症サポーター養成講座等の開催により、認

知症に対する正しい知識の普及啓発を行います。 

◆認知症サポーターのステップアップ講座を実施し、サポーターの活用を推進

します。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

認知症サポーター 

養成講座等開催回数 
１６ ２０ ２０ ２７ ２７ ２７ 

担当部署 高齢福祉課 

 

3 認知症カフェの開催 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆認知症の人やその家族が地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを

理解しあう場である、認知症カフェの設置を推進します。 

◆認知症地域支援推進員が中心となって、地域の実状に応じて認知症カフェの

開催に向けた取組を推進します。 

重要業績評価指標 

（単位：か所） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

認知症カフェ 

開催か所数 
３ ２ ２ ３ ３ ３ 

担当部署 高齢福祉課 

 

4 認知症高齢者の家族支援 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆認知症の人の家族の介護負担を軽減するため、家族介護者同士の交流・情報

交換の場や、認知症の人に対する適切な介助等の支援方法を学ぶ、認知症の

人の家族向け介護教室を開催します。 

◆認知症の人とその家族が安心して生活ができるように認知症に対する正し

い知識の普及啓発や相談窓口の周知も行います。 

重要業績評価指標 

（単位：人） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

認知症介護者の集い

延べ参加者数 
７６ ８５ ７０ ９０ ９５ １００ 

担当部署 高齢福祉課 
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方針４ 地域支援体制の充実 

 

１ 認知症地域支援推進員の活動（再掲） 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆認知症の人ができるだけ住み慣れた環境で暮らせるよう、医療・介護等の関

係機関とのネットワークを構築するとともに、連携の仕組みである認知症ケ

アパスの積極的な周知とその活用を図ります。 

◆認知症カフェの運営や開設の支援を行い、家族等の負担軽減を図ります。 

◆認知症の人やその家族に対する相談支援や支援体制の構築を行い、相談支援

の充実を図ります。 

◆認知症の理解を深めるため、認知症サポーター養成講座等の開催により、認

知症に対する正しい知識の普及啓発を行います。 

◆認知症サポーターのステップアップ講座を実施し、サポーターの活用を推進

します。 

重要業績評価指標 

（単位：回） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

認知症サポーター養

成講座等の開催回数 
１６ ２０ ２０ ２７ ２７ ２７ 

担当部署 高齢福祉課 

 

２ 認知症高齢者の見守り 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆認知症等により行方不明になった高齢者を、ＳＯＳネットワーク協力機関と

連携することで早期に発見し、生命等の安全を確保するとともに、その再発

を防止します。  

◆地域の関係機関における見守り等の支援体制を構築し、認知症高齢者とその

家族が安心して生活できる環境を整備するとともに、徘徊高齢者等事前登録

制度の運用や徘徊高齢者の捜索訓練を継続的に実施します。 

◆地域で安心した生活が送れるようＳＯＳネットワークの周知を図るととも

に、協力機関を広く募集し、日常的な見守り体制の充実を図ります。  

◆ＳＯＳネットワークを円滑に運営するため、必要に応じて情報交換及び課題

等の協議を行うために、連絡会議を開催します。 

重要業績評価指標 

（単位：機関） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

ＳＯＳネットワーク

協力機関登録数 
７２ ７３ ７５ ７７ ７９ ８１ 

担当部署 高齢福祉課 
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３ チームオレンジの立ち上げ 新規 

概 要 等 

◆認知症の人やその家族の生活支援ニーズと認知症サポーターを中心とした

支援者をつなぐ仕組みである「チームオレンジ」を立ち上げます。 

◆「チームオレンジ」の立ち上げに向けて、認知症サポーターのステップアッ

プ講座を実施する等して人材確保を行うとともに、認知症の人を中心にサポ

ーターの支援の輪が広がるように取組を支援します。 

重要業績評価指標 

（単位：チーム） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

チームオレンジの 

立ち上げ数 
— — — — — １ 

担当部署 高齢福祉課 

 

４ 成年後見制度等の利用促進 見直し 継続 充実 

概 要 等 

◆田原市成年後見センターの運営を田原市社会福祉協議会に委託し、制度の周

知・啓発及び後見申立の相談・援助を行います。 

◆成年後見制度を利用するほどではないが、日常生活に不安を抱えている人に

は、日常生活自立支援事業（社会福祉協議会事業）の利用を勧める等の支援

を行います。 

◆民生委員、ケアマネジャー、高齢者支援センター等が制度理解を深め、必要

な人が適切に利用できるよう周知するとともに、関係機関の連携を強化しま

す。 

◆成年後見制度を利用するにあたり、必要となる費用を負担することが困難で

ある人を対象に、成年後見制度利用支援事業等を実施します。 

◆親族等による後見申立が困難な場合、市長による後見申立を行うことで、権

利の擁護が図られるよう配慮します。 

重要業績評価指標 

（単位：か所） 

Ｈ３０ 

（実績値） 

Ｒ１ 

（実績値） 

Ｒ２ 

（見込値） 

Ｒ３ 

（目標値） 

R４ 

（目標値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

成年後見センター 

設置数 １ １ １ １ １ １ 

担当部署 地域福祉課 
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第７章 計画の推進・評価 

 

１ 計画の推進 

本計画の推進にあたっては、地域包括ケアシステムの実現に取り組み、高齢

者が住み慣れた地域で生きがいを持ち、元気に暮らしていけるよう、様々な関

係機関との連携を強化します。 

 

２ 計画の周知・情報提供 

「人が人を支える」環境づくりを目指し、各種研修会や市ホームページ等を

通じて広く情報提供に努めます。 

 

３ 計画の点検・評価 

本計画の進捗管理を図るため、「ＰＤＣＡサイクル」に基づいた計画の進捗を地

域包括ケア推進協議会に報告し、分析・評価を行うとともに、早期に検討を要する

事項についても協議会において検討していきます。 

また、計画の進捗や評価結果、今後の社会情勢の変化、新たな国・県の施策、近

隣市や東三河広域連合の動向等に柔軟に対応し、必要に応じた見直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐlan（計画） 
計画の策定・ 

事業の企画 

 
Ｄo（実施） 

事業の実施 

 
Ｃheck（評価） 

事業・計画の評価 

 

Ａction 

（改善） 
事業・目標の 

見直し 

【ＰＤＣＡイメージ】 
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資料編 

 

１ 田原市地域包括ケア推進協議会委員名簿 

 所 属 氏 名 

1 一般社団法人 田原市医師会 川瀬 修二 

2 田原市歯科医師会 鈴木 啓元 

3 田原市薬剤師会 久田 哲也 

4 愛知県厚生連農業協同組合連合会 渥美病院 長谷 智 

5 愛知県豊川保健所 杉浦 嘉一郎 

6 
愛知県認知症疾患医療センター 

医療法人松崎病院 豊橋こころのケアセンター 
清水 徳子 

7 医療法人さわらび会 福祉村病院  榊原 利夫 

8 地域コミュニティ連合会 小野 和良 

9 社会福祉法人 田原市社会福祉協議会 山田 貴三 

10 田原市民生児童委員協議会 髙橋 純子 

11 田原市老人クラブ連合会 光部 泰弘 

12 田原市介護保険関係事業者等連絡会（福寿園） 中立 次夫 

13 田原市介護保険関係事業者等連絡会（あつみの郷） 中神 信明 

14 田原市社協高齢者支援センター 横田 淳宗 

15 あつみの郷高齢者支援センター 矢嶋 秀和 

16 田原福寿園高齢者支援センター 吉田 毅 

17 トヨタ自動車株式会社 田原工場 岩瀬 正明 

18 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 村田 幸生 

19 消防本部 山田 憲男 

20 健康福祉部 増田 直道 

 ※敬称略 
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２ 各施策における重要業績評価指標について 
 

重点施策１ 医療介護連携の推進 

重要業績評価指標 Ｒ２見込値 計画期間における目標値設定根拠等 掲載 

リストの更新回数 

（単位：回） 
１ 

新しい情報を反映させるために、各年度に

おいて医療機関情報シートと高齢者福祉の

手引きを年１回更新して公表すること目標

値として設定します。 

Ｐ３８ 

電子＠連絡帳利用者

登録施設割合 

（単位：％） 

７０.５ 

電子＠連絡帳を利用できる人を登録してい

る施設を増やして利用を進めるため、登録

している施設が少ない医療機関を中心に毎

年５か所ずつ登録を進め、全１４６施設に

対してＲ５年度に利用者登録施設割合８

１.０%とする目標値を設定しました。 

Ｐ３９ 

多職種連携研修会等 

アンケート満足率 

（単位：％） 

７６.１ 

アンケート満足率の実績値を考慮した上

で、参加者の研修の効果を更に高めるため

に各年度のアンケート満足率９０.０%を

目標値として設定しました。 

Ｐ３９ 

データを活用した 

分析の実施回数 

（単位：回） 

１ 

医療、介護、国保データベース等の最新デ

ータを収集・分析し、課題の抽出等を行う

ため、各年度１回のデータ収集・分析を行

うことを目標値として設定しました。 

Ｐ４０ 

訪問看護事業所数 

（単位：か所） 
３ 

訪問看護の利用を促進し、必要なサービス

を提供するため、各年度の目標値を３事業

所と設定しました。 

Ｐ４０ 

在宅医療サポートセ

ンターへの相談件数 

（単位：件） 

３０ 

相談窓口を周知して市民や医療介護関係者

から広く相談を受け付けることを目指し、

実績を考慮した上で、各年度３５件と設定

しました。 

Ｐ４１ 

出前講座実施回数 

（単位：回） 
３ 

老人クラブ、シルバーサロン等の地域で集

まる場所で、多くの人に出前講座に参加し

てもらうために、実績値を考慮した上で各

年度１０回の出前講座の実施を目標値と設

定しました。 Ｐ４２ 

市民向け講演会 

参加者数 

（単位：人） 

８５ 

実績を考慮した上で、より多くの市民に参

加してもらうことを目指し、各年度の市民

向け講演会参加者数の目標値を３００名と

設定しました。 
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重点施策２ 健康寿命の延伸 

重要業績評価指標 Ｒ２見込値 計画期間における目標値設定根拠等 掲載 

通いの場への参加率 

（単位：％） 
６.２ 

認知症施策推進大綱の目標値を参考に、通

いの場の参加率をＲ７年度に高齢者人口の

８％と設定し、各年度においては、段階的

な達成を目指す目標値としました。 

Ｐ４４ 

通いの場への参加率 

（指標再掲） 

（単位：％） 

６.２ 

認知症施策推進大綱の目標値を参考に、通

いの場の参加率をＲ７年度に高齢者人口の

８％と設定し、各年度においては、段階的

な達成を目指す目標値としました。 

Ｐ４４ 

短期集中通所 

サービス利用者数 

（単位：人） 

１５ 

Ｒ５年度の短期集中通所サービス利用者数

目標値を７０人と設定し、各年度において

は、段階的な達成を目指す目標値としまし

た。 

Ｐ４５ 

健康づくりリーダー

新規登録者数 

（単位：人） 

１ 

後期高齢者人口がピークを迎えるＲ８年度

には、介護予防活動の担い手不足が予測さ

れるため、Ｒ８年度における健康づくりリ

ーダーの累計登録者数の目標値を１２人と

設定し、各年度においては、新規登録者数

を段階的な達成を目指す目標値としまし

た。 Ｐ４５ 

介護予防推進員 

育成数 

（単位：人） 

１ 

後期高齢者人口がピークを迎えるＲ８年度

には、介護予防活動の担い手の不足が予測

されるため、Ｒ８年度における介護予防推

進員の累計育成数の目標値を１２人と設定

し、各年度においては、新規育成数を段階

的な達成を目指す目標値としました。 

基本チェックリスト

返信率 

（単位：％） 

５９.０ 

要支援・要介護状態となる可能性が高いと

考えられる高齢者を効果的に把握するため

に実績を考慮した上で、Ｒ５年度の目標値

を６２.０％と設定し、各年度においては、

段階的な達成を目指す目標値としました。 

Ｐ４６ 

市政ほーもん講座等

健康教育の参加者数 

（単位：人） 

４,０００ 

市民の健康意識等を高めるため、市政ほー

もん講座等健康教育の参加者数は、実績を

考慮しＲ５年度の目標値を９,５００人と

設定し、各年度においては、段階的な達成

を目指す目標値としました。 

Ｐ４６ 

たはら健康マイレー

ジ達成者数 

（単位：人） 

９００ 

健康意識の向上と健康行動実践者の拡大と

定着化のため、Ｒ５年度の目標値を健康た

はら２１の目標値である１,２００人と設定

し、各年度においては段階的な達成を目指

す目標値としました。 

Ｐ４７ 
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重要業績評価指標 Ｒ２見込値 計画期間における目標値設定根拠等 掲載 

低栄養傾向高齢者

（６５歳以上） 

ＢＭＩ２０以下の 

割合 

（単位：％） 

１８.０ 

「高齢による虚弱」の要因の一つである低

栄養によるフレイルを予防するために、Ｒ

５年度の目標値を１７.７％と設定し、各

年度においては、段階的な達成を目指す目

標値としました。 

Ｐ４７ 

ポピュレーション 

アプローチ参加者数 

（単位：人） 

２８０ 

フレイル予防を図るため各コミュニティ等

の通いの場でフレイル予防の普及啓発を行

うポピュレーションアプローチのＲ５年度

の参加者数目標値を４２０人と設定し、各

年度においては、段階的な達成を目指す目

標値としました。 

特定健診受診率 

（単位：％） 
３９.０ 

生活習慣病予防や重症化予防のために、Ｒ

５年度の目標値を特定健診の受診率を第３

期特定健康診査等実施計画、健康たはら２

１計画の目標値である６０.０％と設定し、

各年度においては段階的な達成を目指す目

標値としました。 

Ｐ４８ 

後期高齢者医療 

健診受診率 

（単位：％） 

３９.９ 

生活習慣病等予防の早期発見、介護予防の

ために、Ｒ５年度の目標値を後期高齢者医

療健診受診率を愛知県後期高齢者医療広域

連合第 2 期保健事業計画（データヘルス計

画）の目標値である４０.４％と設定し、各

年度においては段階的な達成を目指す目標

値としました。 

高齢者（７０歳）の

成人歯科検診受診率 

（単位：％） 

１５.０ 

歯周病予防や口腔機能の向上等のために、

Ｒ５年度の目標値を高齢者（７０歳）の成

人歯科検診の受診率を健康たはら２１計画

の目標値である３０.０％と設定し、各年度

においては段階的な達成を目指す目標値と

しました。 

シルバー人材センタ

ー入会説明会開催数 

（単位：回） 

１２ 

現在、シルバー人材センターが実施してい

る月１回の入会説明会の開催を、各年度に

おいて維持することを目標値としました。 

Ｐ４８ 

老人クラブ数 

（単位：クラブ） 
７６ 各年度において、現状の老人クラブ数７６

クラブ及び同会員数８,０００人を維持する

ことを目標値としました。 

Ｐ４９ 
老人クラブ会員数 

（単位：人） 
８,０００ 

しおさい大学定員に

対する参加率 

（単位：％） 

７５.０ 

多くの高齢者に学びの機会に参加してもら

えるように、各年度の定員に対する参加率

９０.０％を目標値としました。 

Ｐ４９ 
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重点施策３ 在宅生活支援の充実 

重要業績評価指標 Ｒ２見込値 計画期間における目標値設定根拠等 掲載 

協議体設置地域数 

（単位：地域） 
２０ 

各年度において、全２０地域での協議体の

活動の継続を目指す目標値としました。 
Ｐ５０ 

地域の支援ニーズと 

サービス提供体制の 

マッチング件数 

（単位：件） 

２ 

関係者のネットワーク化により、R５年度

の目標値として、地域の支援ニーズとサー

ビス提供体制のマッチングが全２０地域で

行われることを設定し、各年度において

は、段階的な達成を目指す目標値としまし

た。 

Ｐ５１ 

ＳＯＳネットワーク

協力機関登録数 

（単位：機関） 

７５ 

徘徊高齢者の捜索協力のみならず、地域の

おける見守り体制の構築に向け、実績を考

慮した上で、Ｒ５年度の目標値を８１件の

協力機関の登録数を目標値と設定し、各年

度においては、これを段階的な達成を目指

す目標値としました。 

Ｐ５１ 

サポーター登録者の

全自治会での登録 

（単位：人） 

６７ 

第 3 期田原市地域福祉計画の指標目標であ

る生活ささえあいネットのサポーターの全

自治会での登録を各年度の目標値としまし

た。 

Ｐ５２ 

福祉活動奨励金（地

域行事等への支援

分）交付団体数 

（単位：団体） 

２０ 

高齢者の地域行事等への参加促進を図るた

め、全２０コミュニティ協議会への支援の

継続を各年度の目標値としました。 

Ｐ５２ 

高齢者等軽度生活 

支援実利用者数 

（単位：人） 

１１ 

Ｈ２９～Ｒ１年度の高齢者単身世帯の増加

率と同期間の要支援・要介護認定者の増加

率をＲ２見込値の係数として、Ｒ５年度の

目標値を１３人と設定し、各年度において

は、段階的な達成を目指す目標値としまし

た。 

Ｐ５３ 

寝具乾燥消毒サービ

ス延べ利用回数 

（単位：回） 

５０ 

Ｈ２９～Ｒ１年度の高齢者単身世帯の増加

率をＲ２見込値の係数として、Ｒ５年度の

目標値を６０回と設定し、各年度において

は段階的な達成を目指す目標値としまし

た。 

Ｐ５３ 

配食サービス 

延べ利用者数 

（単位：人） 

１,１００ 

Ｈ２９～Ｒ１年度の高齢者単身世帯の増加

率をＲ２見込値の係数として、Ｒ５年度の

目標値を１,２００人と設定し、各年度にお

いては、段階的な達成を目指す目標値とし

ました。 

Ｐ５４ 
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重要業績評価指標 Ｒ２見込値 計画期間における目標値設定根拠等 掲載 

緊急通報システム 

設置台数 

（単位：台） 

３１４ 

Ｈ２９～Ｒ１年度の高齢者単身世帯の増加

率をＲ２見込値の係数として、Ｒ５年度の

目標値を３５０台と設定し、各年度におい

ては、段階的な達成を目指す目標値としま

した。 

Ｐ５４ 

高齢者向け交通安全 

・防犯講座開催数 

（単位：回） 

４ 

高齢者の交通安全・防犯対策意識の高揚を

図るため、Ｒ５年度の目標値を５回と設定

し、各年度においては、現状維持とする目

標値としました。 

Ｐ５４ 

高齢者等外出支援 

助成券利用率 

（単位：％） 

６０.０ 

将来的な目標値を利用率１００.０％と設定

し、各年度においては、段階的な達成を目

指す目標値としました。 

Ｐ５５ 

訪問理美容サービス

助成券利用率 

（単位：％） 

５４.０ 

将来的な目標値を利用率１００.０％と設定

し、各年度においては、段階的な達成を目

指す目標値としました。 

Ｐ５５ 

家族介護用品券 

利用率 

（単位：％） 

８７.０ 

将来的な目標値を利用率１００.０％と設定

し、各年度においては、段階的な達成を目

指す目標値としました。 

Ｐ５５ 

認知症介護者の集い

延べ参加者数 

（単位：人） 

７０ 

R５年度に認知症高齢者が１,５１７人に増

加することが予測される中で、家族の身体

的・精神的負担の軽減を図るため、Ｒ５年

度の認知症介護者の集い延べ参加者数の目

標値を１００人と設定し、各年度において

は、段階的な達成を目指す目標値としまし

た。 
Ｐ５６ 

家族介護者交流会 

延べ参加者数 

（単位：人） 

３０ 

令和 5 年度には、要支援・要介護認定者が

2,613 人に増加することが予測される中

で、家族の身体的・精神的負担の軽減を図

るため、Ｒ５年度の家族介護者交流会延べ

参加者数の目標値を８０人と設定し、各年

度においては、段階的な達成を目指す目標

値としました。 
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重点施策４ 住環境の整備 

重要業績評価指標 Ｒ２見込値 計画期間における目標値設定根拠等 掲載 

人にやさしい 

住宅リフォーム 

補助金交付件数 

（単位：件） 

６０ 

Ｈ２９～Ｒ１年度の平均交付実績件数から

各年度において必要と考えられる交付件数

６０件を目標値としました。 

Ｐ５７ 

住宅の耐震化率 

（単位：％） 
６３.１ 

田原市耐震改修促進計画におけるＲ５年度

の目標値を６４.６と設定し、各年度におい

ては、段階的な達成を目指す目標値としま

した。 

Ｐ５８ 

ひとり暮らし高齢者

宅防火点検実施回数 

（単位：回） 

１ 

田原市民生児童委員協議会高齢者部会及び

市予防課と調整し、現状で実施している年

1 回の防火点検の実施を継続することを目

標値としました。 

Ｐ５８ 

住警器設置世帯数 

（単位：世帯） 
２０ 

田原市防火協会及び市予防課と調整し、各

年度において、住警器を２０世帯に設置す

ることを目標値としました。 

Ｐ５９ 

名簿未登録者への登

録勧奨回数 

（単位：回） 

１ 

市地域福祉課と調整し、各年度において、

避難行動要支援者名簿への登録勧奨回数１

回を継続することを目標値としました。 

Ｐ５９ 

高齢者向け交通安全 

・防犯講座開催数 

（施策再掲） 

（単位：回） 

４ 

高齢者の交通安全・防犯対策意識の高揚を

図るため、Ｒ５年度の目標値を５回と設定

し、各年度においては、現状維持とする目

標値としました。 

Ｐ６０ 

高齢者虐待防止 

講習会等受講職員数 

（単位：人） 

１ 

各年度において、常に適切な対応ができる

市高齢福祉課職員が 2 人以上いる体制の確

保を目指す目標値としました。 

Ｐ６０ 

入所措置人数 

（単位：人） 
７ 

必要に応じて入所措置を決定するため、計

画期間における各年度の目標値は「設定な

し」としました。 

Ｐ６０ 

軽費老人ホーム（ケ

アハウス）施設数 

（単位：施設） 

１ 
市内の関連施設の維持を図りながら、ニー

ズに合った施設整備を検討します。 
Ｐ６１ 

シルバーハウジング

施設数 

（単位：施設） 

２ 
市内の関連施設の維持を図りながら、ニー

ズに合った施設整備を検討します。 
Ｐ６１ 

生活支援ハウス 

運営数 

（単位：施設） 

１ 
市内の関連施設の維持を図りながら、ニー

ズに合った施設整備を検討します。 
Ｐ６１ 

有料老人ホーム 

（住宅型）施設数 

（単位：施設） 

４ 
市内の関連施設の維持を図りながら、ニー

ズに合った施設整備を検討します。 
Ｐ６２ 
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重要業績評価指標 Ｒ２見込値 計画期間における目標値設定根拠等 掲載 

サービス付き高齢者

向け住宅施設数 

（単位：施設） 

１ 
市内の関連施設の維持を図りながら、ニー

ズに合った施設整備を検討します。 
Ｐ６２ 

空き家・空き地 

バンク利用件数 

（単位：件） 

６ 

田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略に

おいて設定されたＲ６年度の目標値を１０

件と設定し、各年度においては、段階的な

達成を目指す目標値としました。 

Ｐ６２ 
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重点施策５ 介護サービス基盤の充実 

重要業績評価指標 Ｒ２見込値 計画期間における目標値設定根拠等 掲載 

地域包括支援センタ

ー運営協議会開催数 

（単位：回） 

２ 

高齢者支援センターの公正かつ適正な運営

のため、各年度において、地域包括支援セ

ンター運営協議会を年２回開催することを

目標値としました。 

Ｐ６４ 

地域ケア会議開催数 

（単位：回） 
１２ 

地域課題の抽出や課題解決等のため、各年

度において、月１回の地域ケア会議の開催

を目標値としました。 

Ｐ６４ 

グループホーム 

施設数 

（単位：施設） 

６ 

広域第８期計画に基づき、Ｒ５年度におけ

るグループホーム施設数を１か所増設する

目標値としました。 

Ｐ６５ 

介護施設等対象範囲 

（単位：事業所） 
全事業所 

全ての事業所への新型コロナウイルス感染

症防止に関する情報提供の継続を目標値と

設定しました。 

Ｐ６５ 

介護職員初任者研修 

修了者数 

（単位：人） 

１５ 

介護職員初任者研修を開催するにあたり、

教室定員の４０名をＲ５年度の目標値と

し、各年度においては段階的な達成を目指

す目標値としました。 

Ｐ６５ 

オープンカレッジ 

延べ参加者数 

（単位：人） 

２５０ 

各年度において、オープンカレッジ延べ参

加者数のＲ２年度見込値の維持を目標値と

しました。 

Ｐ６６ 

介護支援専門員・ 

現任介護職員研修 

開催数 

（単位：回） 

５ 

各年度において、介護支援専門員・現任介

護職員研修開催数のＲ２年度見込値の維持

を目標値としました。 

Ｐ６６ 
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重点施策６ 認知症施策の推進 

重要業績評価指標 Ｒ２見込値 計画期間における目標値設定根拠等 掲載 

認知症サポーターの

累計養成人数 

（単位：人） 

６,０００ 

金融機関等企業・職域型の養成者の増加を

目指すことにより、養成者数の増加を見込

み、実績を考慮した上でＲ５年度の認知症

サポーターの累計養成人数を７,８００人

と設定し、各年度においては、段階的な達

成を目指す目標値としました。 Ｐ６７ 

上記のうち、企業・

職域型の養成人数 

（単位：人） 

４２３ 

認知症施策推進大綱での目標値を参考に、

Ｒ７年度に企業や職域型の養成による認知

症サポーターの養成人数の目標値を２,００

０人と設定し、各年度においては、段階的

な達成を目指す目標値としました。 

本人ミーティングの

開催回数 

（単位：回） 

０ 

認知症の人の視点を重視したやさしい地域

づくりを目指し、Ｒ５年度に本人ミーティ

ングの開催することを目標値としました。 

Ｐ６８ 

通いの場への参加率 

（施策再掲） 

（単位：％） 

６.２ 

認知症施策推進大綱での目標値を参考に、

通いの場の参加率をＲ７年度に高齢者人口

の８％と設定し、各年度においては、段階

的な達成を目指す目標値としました。 

Ｐ６８ 

通いの場への参加率 

（施策再掲） 

（単位：％） 

６.２ 

認知症施策推進大綱での目標値を参考に、

通いの場の参加率をＲ７年度に高齢者人口

の８％と設定し、各年度においては、段階

的な達成を目指す目標値としました。 

Ｐ６９ 

認知症初期集中支援

チーム設置数 

（単位：チーム） 

１ 

認知症になっても本人の意思が尊重され、

できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮

らし続けることができるように、各年度に

おいて、チームの現状維持を目標値としま

した。 

Ｐ６９ 

認知症サポーター 

養成講座等開催回数 

（単位：回） 

２０ 

各年度において、金融機関等企業・職域型

の養成者の増加を目指すことにより、各高

齢者支援センターで９回（合計２７回）の

サポーター養成講座等の開催を目標値とし

ました。 

Ｐ７０ 

認知症カフェ 

開催か所数 

（単位：か所） 

２ 

各年度において、高齢者支援センターの各

圏域に 1 か所（合計３か所）の開催を目標

値としました。 

Ｐ７０ 

認知症介護者の集い

延べ参加者数 

（単位：人） 

７０ 

今後も認知症高齢者の増加が予測される中

で、家族の身体的・精神的負担の軽減を図

るため、Ｒ５年度における認知症介護者の

集いの参加者の目標値を１００人と設定

し、各年度においては、段階的な達成を目

指す目標値としました。 

Ｐ７０ 
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重要業績評価指標 Ｒ２見込値 計画期間における目標値設定根拠等 掲載 

認知症サポーター養

成講座等の開催回数 

（施策再掲） 

（単位：回） 

２０ 

各年度において、金融機関等企業・職域型

の養成者の増加を目指すことにより、各高

齢者支援センターで９回（合計２７回）の

サポーター養成講座等の開催を目標値とし

ました。 

Ｐ７１ 

ＳＯＳネットワーク

協力機関登録数 

（指標再掲） 

（単位：機関） 

７５ 

徘徊高齢者の捜索協力のみならず、地域の

おける見守り体制の構築に向け、実績を考

慮した上で、Ｒ５年度の目標値を８１件の

協力機関の登録数を目標値と設定し、各年

度においては、これを段階的な達成を目指

す目標値としました。 

Ｐ７１ 

チームオレンジの 

立ち上げ数 

（単位：チーム） 

— 

認知症施策推進大綱において、「２０２５

年までに全市町村でチームオレンジを整備

する」とある事から、Ｒ５年度までに１チ

ームの立ち上げを目標値としました。 

Ｐ７２ 

成年後見センター 

設置数 

（単位：か所） 

１ 

成年後見センターの活動が推進されるよ

う、目標値を成年後見センター設置数であ

る１か所を目標値とし、各年度においては

1 か所の設置を継続する目標値としまし

た。 

Ｐ７２ 
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３ 田原市地域包括ケア推進協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民が住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるようにするため田原市地域包括ケア推進協議会（以下「協

議会」という。）を設置することにより、医療、介護、予防、生活支援及び住まいが

一体的に切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの構築を推進することを目

的とする。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域包括ケアシステム全体のマネジメントに関すること。 

(2) 地域包括ケアシステムの構築に係る課題解決に向けた協議に関すること。 

(3) 地域資源（市民に提供される医療、介護、予防、生活支援及び住まいに関する

サービス等をいう。）の状況把握及び有効活用並びに不足資源の確保に関するこ

と。 

(4) 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築に関すること。 

(5) 認知症に関する事業の推進に関すること。 

(6) 市民への普及啓発活動に関すること。 

(7) 前号に掲げるもののほか、本事業の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 協議会は、協議会で協議する事項について、分野別に検討を行い、各種施策

等をとりまとめるため、協議会の下に次に掲げる専門部会（以下「部会」という。）

を置く。 

(1) 医療介護連携推進部会 

(2) 認知症支援部会 

(3) 生活支援部会 

２ 前項の部会で検討した結果は、協議会へ報告するものとする。 

３ 協議会及び部会は、別表に掲げる者及び機関に属する者をもって構成するものと

する。 

４ 協議会及び部会の委員は、市長が委嘱し、又は任命する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合、補欠の委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 協議会には、会長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長になる。

ただし、会長が選出される前に招集する会議は、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の２分の１以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。 
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（意見等の聴取） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議の出席を求め、

意見又は説明を聴くことができる。 

（事務局） 

第８条 協議会及び部会の事務を処理するために、事務局を置く。 

２ 事務局職員は、田原市健康福祉部高齢福祉課及び関係部署の職員をもって充てる。 

（秘密の保持） 

第９条 協議会及び部会の委員並びに事務従事職員は、職務上知り得た秘密を他に漏

らしてはならない。 

（他の会議等との連携） 

第１０条 協議会は、田原市地域包括支援センター運営協議会、地域ケア会議、地域

包括ケア推進庁内ワーキング会議等との連携を十分に図るものとする。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

 

田原市地域包括ケア推進協議会委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療介護連携推進部会委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 機 関 名 

１ 田原市医師会 

２ 田原市歯科医師会 

３ 田原市薬剤師会 

４ 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院 

５ 愛知県認知症疾患医療センター 

６ 田原市地域コミュニティ連合会 

７ 田原市老人クラブ連合会 

８ 田原市民生児童委員協議会 

９ 田原市地域包括支援センター 

10 田原市社会福祉協議会 

11 田原市介護保険関係事業者等連絡会 

12 田原市内民間企業 

13 愛知県豊川保健所 

14 田原市消防本部 

15 田原市健康福祉部 

№ 機 関 名 

１ 田原市医師会 

２ 田原市歯科医師会 

３ 田原市薬剤師会 

４ 渥美病院地域連携室 

５ 渥美病院訪問看護ステーション 

６ 田原市地域包括支援センター 

７ 田原市介護保険関係事業者等連絡会 

８ 田原市社会福祉協議会 

９ 愛知県豊川保健所 

10 田原市健康福祉部健康課 
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認知症支援部会委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援部会委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 機 関 名 

１ 認知症サポート医 

２ 専門医療機関 

３ 愛知県認知症疾患医療センター 

４ 田原市民生児童委員協議会 

５ 田原市地域包括支援センター 

６ 田原市介護保険関係事業者等連絡会 

７ 愛知県田原警察署 

８ 愛知県豊川保健所 

９ 田原市認知症初期集中支援チーム 

№ 機 関 名 

１ 田原市地域コミュニティ連合会 

２ 田原市民生児童委員協議会 

３ 愛知みなみ農業協同組合 

４ 田原市シルバー人材センター 

５ 田原市地域包括支援センター 

６ 田原市社会福祉協議会 

７ 生活支援コーディネーター 

８ 田原市介護予防リーダー 
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